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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第２者とベッドを共用する患者を伴う使用のための装置であって、前記装置は、
　前記患者および前記第２者の運動を検出し、それに応じて運動信号を生成するように構
成された単一の運動センサーと、
　それぞれ、前記患者によっておよび生成された運動信号の成分と、前記第２者によって
生成された運動信号の成分とを区別することにより、前記患者によって生成された運動信
号の成分を識別するように構成された患者識別モジュールを含む制御ユニットと、を含み
、
　前記単一の運動センサーが、前記患者によって生成されている運動信号の成分の信号強
度を増強させることにより、前記患者によって生成された運動信号の成分の識別を容易に
するように構成されており、
　前記制御ユニットが、前記患者によって生成された運動信号の成分を分析し、それに応
答して出力を生成するように構成されている、装置。
【請求項２】
　前記患者識別モジュールが、前記患者の運動信号の特徴的な信号強度である信号強度を
有する前記運動信号の成分を識別することにより、前記患者によって生成された運動信号
の成分を識別するように構成されている、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記患者識別モジュールが、前記患者の運動の特徴的なパターンであるパターンを有す
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る前記運動信号の成分を識別することにより、前記患者によって生成された運動信号の成
分を識別するように構成されている、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記患者識別モジュールが、前記患者が前記単一の運動センサーの上に横たわっている
ときを検出するように構成されている重量センサーを含む、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記装置が、マットレス上に横たわる患者を伴う使用のためのものであり、かつ、前記
単一の運動センサーが、前記患者の頭が通常置かれるよりも高い位置での前記マットレス
の下、ならびに前記マットレスの側面に隣接および接触した位置から成るグループから選
択された位置に配置されるように構成されている、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記単一の運動センサーが、前記患者識別モジュールによって、前記患者の縦方向の心
弾道の影響によって生成された運動信号の成分の識別を容易にするように構成されている
、請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記単一の運動センサーが、前記患者によって生成されている運動信号の成分の信号強
度を増強させるように、前記ベッドに対してある位置に配置されるように構成されている
、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記単一の運動センサーが、前記患者によって生成されている運動信号の成分の信号強
度を増強させるように形成されている、請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　前記装置が、マットレス上に横たわる患者を伴う使用のためのものであり、前記単一の
運動センサーが、水平部および垂直部を画定するように形成されている構造を含み、前記
構造の水平部は、前記マットレスの下に配置されるように構成されており、前記構造の垂
直部は、前記マットレスの側面に隣接しかつ接触して配置されるように構成されている、
請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記構造の垂直部のみが、前記患者および前記第２者の運動を検出し、それに応答して
前記運動信号を生成するように構成されており、前記構造の水平部は、前記構造の垂直部
を支持するように構成されている、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　通常はベッドの第２の側面に横たわる第２者と前記ベッドを共用する、通常は前記ベッ
ドの第１の側面に横たわる患者を伴う使用のための装置であって、前記装置は、
　前記ベッドの第１の側面の下に配置され、前記患者および前記第２者の運動を検出し、
それに応答して運動信号を生成するように構成された単一の運動センサーと、
　より大きい強度を有する信号を前記患者によって生成されたものとして識別することに
より、それぞれ、前記患者によって生成された運動信号の成分と、前記第２者によって生
成された運動信号の成分とを区別することにより、前記患者によって生成された運動信号
の成分を識別するように構成された患者識別モジュールを含む制御ユニットと、を含み、
　前記制御ユニットが、前記患者によって生成された運動信号の成分を分析し、それに応
答して出力を生成するように構成されている、装置。
【請求項１２】
　前記装置が、マットレス上に横たわる患者を伴う使用のためのものであり、かつ、前記
単一の運動センサーが、前記患者の頭が通常置かれるよりも高い位置での前記マットレス
の下、ならびに前記マットレスの側面に隣接しかつ接触した位置から成るグループから選
択された位置に配置されるように構成されている、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記単一の運動センサーが、前記患者識別モジュールによって、前記患者の縦方向の心
弾道の影響によって生成された運動信号の成分の識別を容易にするように構成されている
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、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記単一の運動センサーが、前記患者によって生成されている運動信号の成分の信号強
度を増強させるように、前記ベッドに対してある位置に配置されるように構成されている
、請求項１１に記載の装置。
【請求項１５】
　前記単一の運動センサーが、前記患者によって生成されている運動信号の成分の信号強
度を増強させるように形成されている、請求項１１に記載の装置。
【請求項１６】
　前記装置が、マットレス上に横たわる患者を伴う使用のためのものであり、前記単一の
運動センサーが、水平部および垂直部を画定するように形成されている構造を含み、前記
構造の水平部は、前記マットレスの下に配置されるように構成されており、前記構造の垂
直部は、前記マットレスの側面に隣接しかつ接触して配置されるように構成されている、
請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記構造の垂直部のみが、前記患者および前記第２者の運動を検出し、それに応答して
前記運動信号を生成するように構成されており、前記構造の水平部は、前記構造の垂直部
を支持するように構成されている、請求項１６に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　〔関連出願の相互参照〕
本願は、以下の米国仮特許出願：
　２０１０年１２月７日に出願された、Ｍｅｇｅｒに対する米国６１／４２０，４０２；
　２０１１年２月７日に出願された、Ｍｅｇｅｒに対する米国６１／４３９，９７１；お
よび
　２０１１年１１月２１日に出願された、Ｍｅｇｅｒに対する米国６１／５６１，９６２
からの優先権を主張し、それらは参照により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本発明は、一般に、患者をモニターし、異常な生理的状態を予測およびモニターし、ま
た、それらの症状を処置することに関し、詳細には、生理的パラメータおよび／または物
理的パラメータの非接触測定および分析により異常な生理的状態を予測およびモニターす
るための方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　慢性疾患は、しばしば、臨床症状の一時的な悪化によって表現される。慢性疾患の予防
的治療は、必要な薬剤全体の投薬量および関連する副作用を減らし、また、死亡率および
罹患率を低下させる。一般に、予防的治療は、臨床症状の進行および悪化を防ぐため、な
らびに病態生理学的過程を停止および逆行させるために、最も早期の臨床症状が検出され
るとすぐに、開始されるか、または強化されるべきである。それ故、事前の一時的な指標
を正確にモニターする能力は、慢性疾患の予防的治療の有効性を高める。
【０００４】
　多くの慢性疾患は、様々な生理機構を通じて、呼吸および心拍パターンなどの、生命徴
候において体系的変化を生じる。例えば、喘息、慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）、睡眠時
無呼吸および嚢胞性線維症（ＣＦ）などの、一般的な呼吸器疾患は、呼吸および／または
心拍パターンの直接的な変更因子である。糖尿病、てんかん、およびある心臓の異常（例
えば、うっ血性心不全（ＣＨＦ））などの他の慢性疾患も、心臓活動および呼吸活動を変
化させることが知られている。ある心臓異常の場合、かかる変化は、通常、体液貯留に関
連した病態生理および一般的な心血管不全のせいで生じる。咳嗽および不穏状態などの他
の兆候も、いくつかの臨床的状況において重要であることが知られている。



(4) JP 5951630 B2 2016.7.13

10

20

30

40

50

【０００５】
　多くの慢性疾患は、生命徴候に関して全身作用を誘発する。例えば、いくつかの慢性疾
患は、覚醒中および睡眠中に正常な呼吸および心臓プロセスを妨げて、異常な呼吸および
心拍パターンを引き起こす。
【０００６】
　呼吸および心拍パターンは、様々な直接的および間接的な生理機構を通じて変化され得
、変化の原因に関連した異常なパターンという結果となる。喘息などのいくつかの呼吸器
疾患、および、ＣＨＦなどのいくつかの心臓異常は、直接的な呼吸の変更因子である。低
血糖などの代謝異常、および自律神経系の活動に影響する他の神経学的病変は、間接的な
呼吸の変更因子である。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の実施形態は、例えば、慢性疾患または病気など、生理学的事象の発生または再
発について、患者をモニターするための方法およびシステムを提供する。このモニタリン
グは、患者または医療機関が病気を治療するか、または病気の影響を軽減するのを支援す
る。本発明の実施形態は、生理学的事象の発生を検出および特性化するため、かつ、いく
つかの用途に対しては、治療法または薬物療法などを用いて、事象を治療するために、自
動センサーおよび電子信号処理を使用して、生命徴候または非生命兆候をモニターするた
めの技術を提供する。
【０００８】
　本発明のいくつかの用途に従って、それ故、装置が提供され、その装置は、
　被験者の動きを感知し、かつそれに応じて運動信号を生成するように構成された、運動
センサーと、
　被験者の酸素飽和度を測定し、かつ、それに応じて、酸素測定信号を生成するように構
成された酸素測定センサーと、
　感知された動きおよび感知された酸素測定信号を分析し、酸素測定信号と運動信号の一
態様との間の相関関係に基づき、酸素測定信号によって生成された被験者の状態に関連し
た間違った警報を除去するように構成された制御装置と
を含む。
【０００９】
　いくつかの用途に対して、制御装置が、被験者の呼吸サイクルに関連した、酸素測定信
号と運動信号の一態様との間の相関関係に基づき、間違った警報を除去するように構成さ
れている。
【００１０】
　いくつかの用途に対して、運動センサーが、被験者または被験者が着ている衣服に接触
することも、またはそれを見ることもなく、被験者の動きを感知するように構成されてい
る。
【００１１】
　いくつかの用途に対して、運動センサーが、被験者の画像を取得するように構成された
カメラを含み、制御装置が、輪郭検出アルゴリズムをその画像に適用することにより、画
像内での被験者の身体の一部の識別可能性を減らすように構成されている。
【００１２】
　本発明のいくつかの用途に従って、装置がさらに提供され、その装置は、
　複数の患者に関連したデータを感知するように構成された１つまたは複数のモニターと
、
　１つまたは複数のディスプレイ装置のセットであって、少なくとも１つのディスプレイ
装置が、
　　患者のグループに割り当てられたそれぞれの介護者に基づき、患者のそれぞれのグル
ープに色を関連付けることと、
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　　各患者に関連する感知されたデータを、その患者が属するグループの色で表示するこ
ととを行うように構成されている、ディスプレイ装置のセットと、
を含む。
【００１３】
　いくつかの用途に対して、装置が、介護者に割り当てられている携帯警報装置をさらに
含み、その携帯警報装置は、介護者が割り当てられている患者のグループの色に基づき、
それぞれの介護者に割り当てられている。
【００１４】
　本発明のいくつかの用途に従って、動くアクティブ表面（ａｃｔｉｖｅ　ｓｕｒｆａｃ
ｅ）を含むベッドとともに使用するための装置が追加で提供され、その装置は、
　ベッド内の被験者の動きを感知し、それに応答して、運動信号を生成するように構成さ
れたセンサーと、
　制御装置であって、
　　感知された動きを分析することと、
　　少なくとも運動信号の１つの成分がベッドのアクティブ表面の動きによって生成され
たかどうかを判断することと、
　　それに応答して、ベッドのアクティブ表面の動きによって生成された運動信号の成分
を運動信号から除去するため、運動信号をフィルタ処理することと、
　　フィルタ処理された運動信号に応答して出力を生成することとを
行うように構成された制御装置と
を含む。
【００１５】
　いくつかの用途に対して、アクティブ表面が、電力線によって電力供給されるアクティ
ブ表面を含み、制御装置が、電力線の特性を示している周波数を有する信号の成分を運動
信号から除去することにより、ベッドのアクティブ表面の動きによって生成された運動信
号の成分を運動信号から除去するように構成されている。
【００１６】
　いくつかの用途に対して、制御装置が、クラスタリングアルゴリズムを利用することに
より、運動信号の少なくとも１つの成分が、ベッドのアクティブ表面の動きによって生成
されたかどうかを判断するように構成されている。
【００１７】
　いくつかの用途に対して、制御装置が、信号成分のパラメータのばらつきが閾値ばらつ
きレベルを下回ることを判断することにより、運動信号の少なくとも１つの成分が、ベッ
ドのアクティブ表面の動きによって生成されたかどうかを判断するように構成されている
。
【００１８】
　いくつかの用途に対して、制御装置が、信号成分の振幅の標準偏差が閾値を下回ること
を判断することにより、運動信号の少なくとも１つの成分が、ベッドのアクティブ表面の
動きによって生成されたかどうかを判断するように構成されている。
【００１９】
　いくつかの用途に対して、制御装置が、信号成分の周期の標準偏差が閾値を下回ること
を判断することにより、運動信号の少なくとも１つの成分が、ベッドのアクティブ表面の
動きによって生成されたかどうかを判断するように構成されている。
【００２０】
　本発明のいくつかの用途に従って、装置がさらに提供され、その装置は、
　ベッド内の被験者の動きを感知し、かつ、それに応答して運動信号を生成するように構
成されたセンサーと、
　制御装置であって、
　　感知された動きに応答して被験者の不穏状態（ｒｅｓｔｌｅｓｓｎｅｓｓ）のレベル
を判断し、
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　　それに応答して、回転手順（ｔｕｒｎ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を被験者に割り当てるた
め、臨床医に対して警報を生成する
ように構成されている制御装置と
を含む。
【００２１】
　いくつかの用途に対して、制御装置が、運動信号を分析することによりアクティブ表面
の起動を識別するように構成され、また、制御装置が、アクティブ表面の起動の識別に応
答して、被験者の回転手順を変更するため、臨床医に対して警報を生成するように構成さ
れている。
【００２２】
　いくつかの用途に対して、被験者の不穏状態のレベルに応じて、制御装置が、被験者に
割り当てるべき回転手順を示すように構成されている。
【００２３】
　いくつかの用途に対して、制御装置が、運動信号を分析することにより、アクティブ表
面の起動を識別するように構成され、また、制御装置が、アクティブ表面の起動の識別に
応答して、回転手順を調節するように構成されている。
【００２４】
　いくつかの用途に対して、制御装置が、感知された動きを分析することにより、被験者
の回転イベントを識別するように構成され、また、制御装置が、回転手順に従って被験者
が回転されていないことの検出に応答して、警報を生成するように構成されている。
【００２５】
　いくつかの用途に対して、制御装置が、被験者が回転されたことを示す臨床医、および
被験者が回転されたことを示す感知された動きの分析の両方に応答して、被験者の回転イ
ベントを識別するように構成されている。
【００２６】
　いくつかの用途に対して、制御装置が、
　カウントダウンタイマーを実行することであって、制御装置が、そのカウントダウンタ
イマーに応答して、被験者を回転させるため、臨床医に対して警報を生成するように構成
されている、カウントダウンタイマーを実行し、
　運動信号を分析することにより、被験者の姿勢変化を検出し、
　検出された姿勢変化に応答して、カウントダウンタイマーをリセットする
ように構成されている。
【００２７】
　本発明のいくつかの用途に従って、装置が追加で提供され、その装置は、
　ベッド内の被験者の動きを感知し、かつ、それに応答して運動信号を生成するように構
成されたセンサーと、
　感知された動きから、呼吸数、および心拍から構成されるグループから選択された被験
者のパラメータを判断するように構成された制御装置であって、その制御装置が、
　　感知された動きを分析することにより、被験者が所与の期間内にベッドを出る可能性
を判断することであって、その期間が３０秒～６０分の間である、被験者がベッドを出る
可能性を判断し、
　　選択されたパラメータにおける増加の検出に応答して、可能性が増加していることを
判断し、
　　その可能性が閾値可能性よりも大きいことの判断に応答して、警報を生成する
ように構成された、ベッド退出検出機能を含む、制御装置と
を含む。
【００２８】
　いくつかの用途に対して、制御装置が、被験者によるベッド退出の履歴に応答して、閾
値を調節するように構成されている。
【００２９】
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　本発明のいくつかの用途に従って、装置がさらに提供され、その装置は、
　ベッド内の被験者の動きを感知し、かつ、それに応答して運動信号を生成するように構
成されたセンサーと、
　感知された動きから、呼吸数、および心拍から構成されるグループから選択された被験
者のパラメータを判断するように構成された制御装置であって、制御装置が、
　　感知された動き、および選択されたパラメータにおける増加の検出に応答して、被験
者が所与の期間内にベッドを出る可能性を判断することであって、その期間が３０秒～６
０分の間である、被験者がベッドを出る可能性を判断し、
　　その可能性が閾値可能性よりも大きいことの判断に応答して、警報を生成する
ように構成された、ベッド退出検出機能を含む、制御装置と
を含む。
【００３０】
　本発明のいくつかの用途に従って、装置が追加で提供され、その装置は、
　ベッド内の被験者の動きを感知し、かつ、それに応答して運動信号を生成するように構
成されたセンサーと、
　ナースコールを生成する被験者からの入力を受信するように構成された制御装置であっ
て、その制御装置が、
　　感知された動き、および被験者からの入力の受信に応答して、被験者が所与の期間内
にベッドを出る可能性を判断することであって、その期間が３０秒～６０分の間である、
被験者がベッドを出る可能性を判断し、
　　その可能性が閾値可能性よりも大きいことの判断に応答して、警報を生成する
ように構成された、ベッド退出検出機能を含む、制御装置と
を含む。
【００３１】
　いくつかの用途に対して、制御装置が、被験者によるベッド退出の履歴に応答して、閾
値を調節するように構成されている。
【００３２】
　本発明のいくつかの用途に従って、装置がさらに提供され、その装置は、
　ベッド内の被験者の動きを感知し、かつ、それに応答して運動信号を生成するように構
成されたセンサーと、
　ベッド退出検出機能を含む制御装置であって、
　　感知された動き、および被験者によるベッド退出の履歴に応答して、被験者が所与の
期間内にベッドを出る可能性を判断することであって、その期間が３０秒～６０分の間で
ある、被験者がベッドを出る可能性を判断し、
　　その可能性が閾値可能性よりも大きいことの判断に応答して、警報を生成する
ように構成された制御装置と
を含む。
【００３３】
　いくつかの用途に対して、制御装置が、ナースコールを生成する被験者からの入力を受
信するように構成され、また、制御装置が、被験者からの入力の受信に応答して、閾値を
調節するように構成されている。
【００３４】
　いくつかの用途に対して、制御装置が、感知された動きから、被験者の呼吸数および被
験者の心拍から成るグループから選択されたパラメータを判断し、１つまたは複数の選択
されたパラメータに応答して閾値を調節するように構成されている。
【００３５】
　本発明のいくつかの用途に従って、装置がさらに提供され、その装置は、
　被験者の体温を検出するように構成された第１のセンサーと、
　被験者の非体温パラメータを検出するように構成された第２のセンサーと、
　第１のセンサーによって検出された体温および第２のセンサーによって検出されたパラ
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メータに応答して、被験者が体温変化を経験していることを識別するように構成されてい
る制御装置とを含む。
【００３６】
　いくつかの用途に対して、第２のセンサーが、被験者の心拍数を検出するように構成さ
れている。
【００３７】
　いくつかの用途に対して、第２のセンサーが、被験者または被験者が着ている衣服に接
触することも、またはそれを見ることもなく、非体温パラメータを検出するように構成さ
れている非接触センサーを含む。
【００３８】
　いくつかの用途に対して、第１のセンサーが、被験者または被験者が着ている衣服に接
触することも、またはそれを見ることもなく、被験者の体温を検出するように構成されて
いる非接触センサーを含む。
【００３９】
　本発明のいくつかの用途に従って、上部分を傾斜できる、ベッドとともに使用するため
の装置が追加で提供され、その装置は、
　ベッド内の被験者の動きを感知し、それに応答して、運動信号を生成するように構成さ
れた運動センサーと、
　ベッドの上部分の傾斜角を感知するように構成されたセンサーと、
　制御装置であって、
　　運動信号に応答して、ベッド内の被験者の存在を検出し、
　　被験者がベッドにいる間に、傾斜角が、閾値期間よりも長い間、閾値傾斜角よりも小
さいことの検出に応答して、警報を生成するように構成された制御装置と
を含む。
【００４０】
　本発明のいくつかの用途に従って、上部分を傾斜できるベッド上で、人工呼吸器につな
がれた被験者とともに使用するための装置がさらに提供され、その装置は、
　被験者が人工呼吸されていることを検出し、それに応答して、人工呼吸表示信号を生成
するように構成された第１のセンサーと、
　ベッドの上部分の傾斜角を感知するように構成された第２のセンサーと、
　人工呼吸表示信号および傾斜角を分析し、それに応答して、警報を生成するように構成
された制御装置と
を含む。
【００４１】
　いくつかの用途に対して、制御装置が、被験者が人工呼吸されている間に、傾斜角が、
閾値期間よりも長い間、閾値傾斜角よりも小さいことの検出に応答して、警報を生成する
ように構成されている。
【００４２】
　いくつかの用途に対して、第１のセンサーおよび第２のセンサーが、被験者または被験
者が着ている衣服に接触することも、またはそれを見ることもなく、それぞれ、人工呼吸
表示信号および傾斜角を検出するように構成されている非接触センサーを含む。
【００４３】
　いくつかの用途に対して、第１のセンサーが、被験者の呼吸運動を検出するようにさら
に構成され、また、制御装置が、検出された呼吸運動および検出された人工呼吸表示信号
に応答して、出力を生成するように構成されている。
【００４４】
　本発明のいくつかの用途に従って、装置が追加で提供され、その装置は、
　ベッド内の被験者の呼吸運動を感知し、それに応答して、呼吸信号を生成するように構
成された呼吸センサーと、
　被験者の酸素飽和度を検出し、それに応答して、酸素供給信号を生成するように構成さ
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れた酸素測定センサーと、
　制御装置であって、
　　呼吸信号と酸素供給信号との間の相関関係を判断し、
　　その相関関係における変化の検出に応答して、被験者の異常な呼吸状態を示す、警報
を生成するように構成された制御装置と
を含む。
【００４５】
　いくつかの用途に対して、制御装置が、呼吸信号と酸素供給信号との間の相関関係にお
ける減少の検出に応答して、警報を生成するように構成されている。
【００４６】
　いくつかの用途に対して、呼吸センサーが、被験者または被験者が着ている衣服に接触
することも、またはそれを見ることもなく、被験者の呼吸運動を検出するように構成され
ている非接触センサーを含む。
【００４７】
　いくつかの用途に対して、制御装置が、
　呼吸信号に応答して、被験者が、呼吸を停止していると判断することと、
　被験者が呼吸を停止してから、酸素飽和度が閾値量だけ低下するのにかかる時間が、閾
値期間よりも少ないと判断することと
に応答して、警報を生成するように構成されている。
【００４８】
　本発明のいくつかの用途に従って、被験者をモニターするための装置がさらに提供され
、その装置は、
　被験者の動きを検出し、それに応答して運動信号を生成するように構成された運動セン
サーと、
　制御装置であって、
　　運動信号に応答して、被験者が、その被験者の回転手順に従って回転されていないと
判断し、
　　被験者が、その被験者の睡眠周期の所与の段階であるかどうかを判断し、
　　（ａ）被験者が、その被験者の回転手順に従って回転されておらず、かつ（ｂ）被験
者がその被験者の睡眠周期の所与の段階にあるという判断に応答して、被験者が回転され
るべきであることを示す警報を生成するように構成された
制御装置と
を含む。
【００４９】
　いくつかの用途に対して、制御装置が、運動信号を分析することによりアクティブ表面
の起動を検出し、アクティブ表面の起動の識別に応答して、被験者の回転手順を調節する
ように構成されている。
【００５０】
　いくつかの用途に対して、制御装置が、運動信号を分析することによりアクティブ表面
の起動を識別するように構成され、制御装置が、アクティブ表面の起動の識別に応答して
、被験者の回転手順を変更するために、臨床医に対して警報を生成するように構成されて
いる。
【００５１】
　本発明のいくつかの用途に従って、被験者をモニターするための装置が追加で提供され
、その装置は、
　被験者の生理的パラメータを検出し、それに応答して信号を生成するように構成された
センサーと、
　制御装置であって、
　　センサーによって生成された信号を分析するように構成されたパターン分析モジュー
ルと、
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　　パターン分析モジュールによる信号の分析に応答して、生理的パラメータに関連した
音を模倣する音声テンプレートに基づく音声出力を生成するように構成された、音声生成
モジュールとを含む制御装置と
を含む。
【００５２】
　いくつかの用途に対して、センサーが、被験者の呼吸を検出するように構成され、音声
生成モジュールが、吸気音および呼気音から成るグループから選択された呼吸の音を模倣
する音声テンプレートに基づく音声出力を生成することにより、音声出力を生成するよう
に構成されている。
【００５３】
　いくつかの用途に対して、音声生成モジュールが、音声テンプレートを生成するように
構成されたテンプレートモジュールを含む。
【００５４】
　いくつかの用途に対して、音声生成モジュールが、生理的パラメータに関連した音を模
倣する合成音テンプレートに基づく音声出力を生成することにより、音声出力を生成する
ように構成されている。
【００５５】
　いくつかの用途に対して、制御装置が、被験者の年齢、被験者の性別、および被験者の
身体的状態から成るグループから選択された被験者のパラメータを示す入力を受信するよ
うに構成され、音声生成モジュールが、制御装置に対する入力に応答して、音声テンプレ
ートを調節することにより音声出力を生成するように構成されている。
【００５６】
　いくつかの用途に対して、パターン分析モジュールが、信号を分析することにより生理
的パラメータの特性を判断するように構成され、音声生成モジュールが、生理的パラメー
タの判断された特性に応答して、音声テンプレートを調節することにより音声出力を生成
するように構成されている。
【００５７】
　本発明のいくつかの用途に従って、第２者とベッドを共用する患者とともに使用するた
めの装置がさらに提供され、その装置は、
　患者および第２者の動きを検出し、かつそれに応じて運動信号を生成するように構成さ
れた、運動センサーと、
　それぞれ、患者よって生成された運動信号の成分と、第２者によって生成された運動信
号の成分とを区別することにより、患者によって生成された運動信号の成分を識別するよ
うに構成された患者識別モジュールを含む制御装置とを含み、
　制御装置が、患者によって生成された運動信号の成分を分析し、それに応答して出力を
生成するように構成されている。
【００５８】
　いくつかの用途に対して、患者識別モジュールが、患者の運動信号の特徴的な信号強度
である信号強度を有する運動信号の成分を識別することにより、患者によって生成された
運動信号の成分を識別するように構成されている。
【００５９】
　いくつかの用途に対して、患者識別モジュールが、患者の動きの特徴的なパターンであ
るパターンを有する運動信号の成分を識別することにより、患者によって生成された運動
信号の成分を識別するように構成されている。
【００６０】
　いくつかの用途に対して、患者識別モジュールが、患者が運動センサーの上に横たわっ
ているときを検出するように構成されている重量センサーを含む。
【００６１】
　いくつかの用途に対して、運動センサーが、患者によって生成されている運動信号の成
分の信号強度を増強させることにより、患者によって生成された運動信号の成分の識別を
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容易にするように構成されている。
【００６２】
　いくつかの用途に対して、装置が、マットレス上に横たわる患者とともに使用するため
であり、センサーが、患者の頭が通常位置付けられるよりも高い位置でのマットレスの下
、ならびにマットレスの側面に隣接および接触した位置から成るグループから選択された
位置に配置されるように構成されている。
【００６３】
　いくつかの用途に対して、センサーが、患者の縦方向の心弾道の影響によって生成され
た運動信号の成分を、患者識別モジュールによって、容易に識別するように構成されてい
る。
【００６４】
　本発明のいくつかの用途に従って、ベッド上のマットレスの上に横たわっている被験者
とともに使用するための装置が追加で提供され、その装置は、
　被験者の縦方向の心弾道の影響によって生成された動きを、マットレスの下ではなく、
少なくとも部分的にマットレスの側面に隣接し、かつ接触して配置されることにより、感
知するように構成された、運動センサーと、
　運動センサーとマットレスの側面との間の接触を維持するように構成された支持要素と
を含む。
【００６５】
　いくつかの用途に対して、支持要素が、センサーに関して直角に配置された要素を含み
、支持要素が、マットレスの下に配置されるように構成されている。
【００６６】
　いくつかの用途に対して、支持要素が、マットレスの側面の周りに、引き伸ばされるこ
とによって配置されるように構成されている伸縮自在のバンドを含み、そのバンドが、収
縮することにより、運動センサーとマットレスの側面との間の接触を維持するように構成
されている。
【００６７】
　いくつかの用途に対して、マットレスの側面が、表面に隣接して配置するためであり、
支持要素が、マットレスとマットレスに隣接した表面との間に配置されるように構成され
た圧縮可能部材を含み、支持要素が、運動センサーとマットレスの側面との間の接触をマ
ットレスの側面に対して膨張することにより維持するように構成されている。
【００６８】
　本発明は、図とともに、その実施形態の以下の詳細な説明から、さらに十分に理解され
るであろう。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本発明のいくつかの用途に従って、被験者の慢性的な病状をモニターするための
システムの概略図である。
【図２Ａ】本発明のいくつかの用途に従って、図１のシステムの制御装置のコンポーネン
トを示す概略ブロック図である。
【図２Ｂ】本発明のいくつかの用途に従って、図１のシステムの制御装置のコンポーネン
トを示す概略ブロック図である。
【図２Ｃ】本発明のいくつかの用途に従って、図１のシステムの制御装置のコンポーネン
トを示す概略ブロック図である。
【図２Ｄ】本発明のいくつかの用途に従った、センサーの概略図である。
【図２Ｅ】本発明のいくつかの用途に従った、センサーの概略図である。
【図３】本発明のいくつかの用途に従って、図２Ａの制御装置の呼吸パターン分析モジュ
ールを示す概略ブロック図である。
【図４】本発明のいくつかの用途に従って、アクティブ表面上で測定された運動信号を示
すグラフである。
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【図５】本発明のいくつかの用途に従って、被験者の運動信号を示すグラフである。
【図６Ａ】本発明のいくつかの用途に従って測定された、呼吸に関連した運動信号のクラ
スタ分析結果を示す。
【図６Ｂ】本発明のいくつかの用途に従って測定された、呼吸に関連した運動信号のクラ
スタ分析結果を示す。
【図７Ａ】本発明のいくつかの用途に従って、アクティブ表面上に横たわっている被験者
について測定された運動信号を示すグラフである。
【図７Ｂ】本発明のいくつかの用途に従って、アクティブ表面上に横たわっている被験者
について測定された運動信号を示すグラフである。
【図８Ａ】本発明のいくつかの用途に従って、それぞれ、運動センサーおよび酸素測定セ
ンサーによって同時に生成された信号を示すグラフである。
【図８Ｂ】本発明のいくつかの用途に従って、それぞれ、運動センサーおよび酸素測定セ
ンサーによって同時に生成された信号を示すグラフである。
【図９Ａ】本発明のいくつかの用途に従って生成されている、図８Ａに示された、信号の
一部の拡大を示すグラフである。
【図９Ｂ】本発明のいくつかの用途に従って生成されている、図８Ｂに示された、信号の
一部の拡大を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００７０】
　図１は、本発明のいくつかの用途に従って、被験者１２の慢性的な病状をモニターする
ためのシステム１０の概略図である。システム１０は、通常、運動センサー３０、制御装
置１４、およびユーザーインタフェース（Ｕ／Ｉ）２４を含む。システム１０は、概ね、
Ｍｅｇｅｒに対するＷＯ　０９／１３８９７６に記載されているシステム１０と同様であ
り、それは、本明細書に記載する相違点を除いて、参照により本明細書に組み込まれる。
いくつかの用途に対して、ユーザーインタフェース２４は、図に示すように、制御装置１
４に組み込まれるが、他の用途に対しては、ユーザーインタフェースおよび制御装置は別
個の装置である。いくつかの用途に対して、運動センサー３０は、制御装置１４に組み込
まれ、その場合、ユーザーインタフェース２４は同様に、制御装置１４に組み込まれるか
、または制御装置１４から離れているかのいずれかである。
【００７１】
　本発明のいくつかの実施形態では、運動センサー３０は、「非接触センサー」、すなわ
ち、被験者１２の身体または被験者１２が着ている衣服に接触しないセンサーである。他
の実施形態では、運動センサー３０は、被験者１２の身体または被験者１２が着ている衣
服に実際に接触する。前者の実施形態では、運動センサー３０は、被験者１２と接触しな
いので、運動センサー３０は、被験者１２を不快にすることも、不便を掛けることもなく
、被験者１２の動きを検出する。いくつかの用途に対して、運動センサー３０は、被験者
１２が知ることなく、また、いくつかの用途では、被験者１２の同意さえなしで、感知を
実行する。いくつかの用途に対して、運動センサー３０は、被験者１２または被験者１２
が着ている衣服と直接の見通し線を持たない。
【００７２】
　運動センサー３０は、リクライニング表面３７の下に取り付けられ、また、被験者１２
の運動を感知するように構成された、圧電セラミックセンサー、振動センサー、圧力セン
サー、または、例えば、歪みゲージなどの、歪みセンサーを含み得る。睡眠中に、センサ
ー３０によって感知される被験者１２の動きは、例えば、正常な呼吸運動、心拍関連運動
、および、以下で説明するように、他の関係のない身体の動き、またはそれらの組合せを
含み得る。いくつかの用途に対して、センサー３０は、標準的な通信インタフェース（例
えば、ＵＳＢ）を含み、それは、標準的なモニタリング装置への接続を可能にする。
【００７３】
　いくつかの用途に対して、制御装置１４は、無線対応の運動センサー３０に加えて、血
中酸素モニター８６（例えば、パルスオキシメーター／光電脈波計）、ＥＣＧモニター６
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２、または温度センサー８０など、被験者１２に付けられた１つまたは複数のセンサー６
０に結合される。それぞれの用途に応じて、センサー６０の１つまたは複数が、接触セン
サーまたは非接触センサーである。
【００７４】
　本出願で提示される実験結果のほとんどは、１つまたは複数の圧電センサーを使用して
測定された。それにもかかわらず、本発明の範囲は、他の圧力計または加速度計など、他
の運動センサー３０で測定を実行することを含む。
【００７５】
　図２Ａは、本発明のいくつかの用途に従って、制御装置１４のコンポーネントを示す概
略ブロック図である。制御装置１４は、通常、運動データ取得モジュール２０およびパタ
ーン分析モジュール１６を含む。パターン分析モジュール１６は、通常、以下のモジュー
ルのうちの１つまたは複数を含む：呼吸パターン分析モジュール２２、心拍パターン分析
モジュール２３、咳嗽分析モジュール２６、不穏状態分析モジュール２８、血圧分析モジ
ュール２９、および覚醒分析モジュール３１。いくつかの用途に対して、　分析モジュー
ル２０、２２、２３、２６、２８、２９、および３１のうちの２つ以上が単一の筺体内に
パッケージ化される。他の用途に対しては、モジュールは、（例えば、データ取得モジュ
ール２０によってローカルに取得される呼吸信号のリモート分析を、１つまたは複数のパ
ターン分析モジュールによって可能にするため）別々にパッケージ化される。
【００７６】
　ユーザーインタフェース２４は、通常、ＬＣＤまたはＣＲＴモニターなどの、専用ディ
スプレイ装置を含む。代替または追加として、ユーザーインタフェース２４は、取得した
生データおよび／または処理データを、さらなる分析、解釈、専門家のチェック、および
／または臨床経過観察のために、リモートサイトに中継するための無線または有線の通信
ポートを含む。例えば、データは、電話回線を介して、および／または、無線もしくは有
線のいずれかで、インターネットもしくは別のワイドエリアネットワークを介して転送さ
れ得る。
【００７７】
　呼吸パターン分析モジュール２２は、図３に関連して以下で説明するように、呼吸パタ
ーンを運動データから抽出するように構成され、また、心拍パターン分析モジュール２３
は、心拍パターンを運動データから抽出するように構成される。代替または追加として、
システム１０は、被験者の顔、頸部、胸部、および／または背中に取り付けられているか
、またはそちらに向けられている、音響センサーまたは気流センサーなどの、別のタイプ
のセンサーを含む。
【００７８】
　本発明のいくつかの用途では、システム１０は、体温を測定するための温度センサー８
０を含む。いくつかの用途に対して、温度センサー８０は、体温を測定するための統合赤
外線センサーを含む。体温は、全身感染症および炎症の全身状態を示す生命徴候である。
体温における包括的上昇は、医療診断における第１のスクリーニングツールとして使用さ
れる。
【００７９】
　いくつかの用途に対して、制御装置は、音声生成モジュール３３を含む。図２Ｂは、本
発明のいくつかの用途に従った、音声生成モジュールのコンポーネントの概略ブロック図
である。図示するように、音声生成モジュールは、通常、音声変換器３５、およびテンプ
レートモジュール４３を含む。
【００８０】
　いくつかの用途に対して、被験者の心拍数および／もしくは呼吸数、ならびに／または
被験者の動きのリアルタイム表示が、非視覚的な方法で、例えば、音声フォーマットで、
臨床医に提供される。例えば、手術室で（例えば、胃腸手術または形成外科手術の遂行中
に）、外科医および／または麻酔専門医は、被験者の各心拍、呼吸および／または動きの
兆候が非視覚的な方法で、例えば、音声フォーマットで、提供されるのは有用であること
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が分かり得る。従って、臨床医は、視覚的ディスプレイを見る必要なく、被験者の心拍数
もしくは呼吸数もしくはパターンにおける変化、および／または動きを感知することがで
きる。
【００８１】
　いくつかの用途に対して、音声生成モジュール３３は、運動信号を音声に変換するよう
に構成される。パターン分析モジュール１６は、図２Ａに示す１つまたは複数のセンサー
によって感知されたデータに基づくか、かつ／または、プレチスモグラフ、呼吸誘導セン
サー、および／もしくは圧電ベルトによって感知されたデータに基づき、呼吸の特徴（例
えば、吸入、呼息、および／または無呼吸）、動きの特徴、および／もしくは被験者の心
拍の周期を識別する。
【００８２】
　テンプレートモジュール４３は、呼吸、動き、および／または心拍の音を模倣する少な
くとも１つの音声テンプレート（例えば、合成または録音された音声テンプレート）を生
成する。テンプレートモジュールは、通常、生理的パラメータの音に類似した音ではなく
、それを表すトーン、またはビープ音を生成するよりはむしろ、音声テンプレートが表す
生理的パラメータの音に類似した音を発する音声テンプレートを生成することに留意され
たい。従って、音声生成モジュールが患者の呼吸を表す音声テンプレートを生成するよう
に構成されている用途では、テンプレートモジュールは、人の呼吸サイクル（吸気および
呼気など）の音に似た音を発する音声テンプレートを生成する。音声生成モジュールが患
者の心拍を表す音声テンプレートを生成するように構成されている用途では、テンプレー
トモジュールは、心拍の音に似た音を発する音声テンプレートを生成する。本発明人は、
音声テンプレートが表す生理的パラメータの音を模倣する音を聞くことは、生理的パラメ
ータ自体に似た音を出さないトーンまたはビープ音よりも、被験者に手術をしている臨床
医に対して、より直観的なフィードバックを提供すると仮定する。さらに、前述した音声
生成モジュールに関して言及され、かつその例証を示されている臨床医は、音声テンプレ
ートが提供する生理的パラメータの音を模倣する音を聞く場合が、より直観的なフィード
バックを臨床医に提供することを確認している。
【００８３】
　通常、音声テンプレートの持続時間および／または振幅が、パターン分析モジュール１
４によって識別される特徴に一致するように調節される。通常、それぞれのテンプレート
は、被験者の年齢、性別、および／または身体的状態に応じて、テンプレートモジュール
によって生成され、前述したパラメータの１つまたは複数が、通常、入力としてシステム
に提供される。いくつかの用途に対して、テンプレートのピッチ（ｐｉｔｃｈ）、振幅、
および／または他の特性が、モニターされた信号のパラメータに従って、適合される。例
えば、音声信号の振幅が、呼吸運動信号の振幅に応じて調節され得るか、かつ／または音
声信号のピッチが、呼吸の周期および／または心周期に応じて調節され得る。調節された
テンプレートは、通常、音声ファイルとしてフォーマットされ、音声変換器３５が、例え
ば、ユーザーインタフェース２４を通して、ファイルを（通常速度、高速、または低速で
）再生する。それぞれの用途に従って、音声ファイルは、リアルタイムで、または、被験
者によって生成された信号に関して遅延して、再生される。
【００８４】
　図２Ｃは、本発明のいくつかの用途に従った、システム１０の制御装置１４のパターン
分析モジュール１６の概略ブロック図である。いくつかの用途に対して、パターン分析モ
ジュールは、患者識別モジュール１５を含む。患者識別モジュールは、運動センサー３０
によって検出されたどの運動信号が患者によって生成されたかを判断するように構成され
る。例えば、モニターされている患者が、第２者（例えば、患者の妻）とベッドを共用し
ている場合、患者識別モジュールは、運動センサーによって検出された運動信号のどの成
分が患者によって生成され、どれが第２者によって生成されたかを判断する。パターン分
析モジュールは、次いで、患者によって生成された信号の成分を分析し、それに応じて、
本明細書に記載するように、出力（警報など）を生成する。いくつかの用途に対して、患
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者識別モジュールは、動き感知装置によって検出された運動信号が第２者によって生成さ
れていると判断することにより、患者がいつベッドから出たかを判断するように構成され
る。いくつかの用途に対して、患者識別モジュールは、患者が第２者よりも小柄な場合で
さえ、運動センサーによって検出された運動信号のどの成分が患者によって生成されたか
を判断するように構成される。
【００８５】
　いくつかの用途に対して、患者識別モジュール１５は、以下の技術のうちの１つまたは
複数を使用して、運動センサー３０によって検出された運動信号のどの成分が患者によっ
て生成されたかを判断するように構成される：
【００８６】
　ａ．患者識別モジュールが、それぞれ、患者および第２者の特性を示すパターン（例え
ば、呼吸パターン、心拍パターン、および／または運動パターン）を識別する。患者識別
モジュールは、次いで、患者の特徴的パターンに対応する信号の成分が、患者によって生
成されていると判断する。いくつかの用途に対して、患者識別モジュールは、重量センサ
ーを利用することにより（例えば、本明細書において以下で説明するように）かつ／また
は患者の長期間にわたる平均パターンを利用することにより、患者の特徴的パターンを学
習する。いくつかの用途に対して、システム１０に対する入力に応じて、パターン分析モ
ジュールは、学習モードで動作し、そのモードでは、モジュールは患者の特徴的なパター
ンを学習する。
【００８７】
　ｂ．患者識別モジュールは、それぞれ、患者によって、および第２者によって生成され
た、特徴的な信号強度を識別する。例えば、センサーは、ベッドの第１の側に横になって
いる患者の下に配置され得、第２者は、通常、ベッドの第２の側に横になり得る。かかる
場合、患者によって生成された信号は、通常、第２者によって生成されたものより強い強
度であると特徴付けられる。あるいは、患者が第２者より小柄であり得、従って、第２者
によって生成された信号よりも弱いと特徴付けられる信号を生成し得る。
【００８８】
　ここで、図２Ｄ～図２Ｅを参照すると、これらは、本発明のいくつかの用途に従った、
運動センサー３０のそれぞれの概略図である。いくつかの用途に対して、運動センサー３
０は、運動信号のどの成分が患者によって生成されたかを患者識別モジュール１５によっ
て容易に判断するように構成される。例えば、センサーは、患者から受信される信号を増
強するように、適切な位置に置かれる得か、かつ／または形状にされ得る。いくつかの用
途に対しては、センサーが受信する最強の信号が、患者の縦方向の心弾道の影響によって
生成されたものになるように、センサーが、患者が頭を置く場所よりも高い位置で、患者
のマットレスの下に配置される。代替または追加として、センサーの少なくとも一部が、
患者のマットレス（例えば、患者のマットレスの頭側）の側面に隣接し、かつ接触して配
置されるが、マットレスの下ではない。いくつかの用途に対して、運動センサーは、図２
Ｄ～２Ｅに示すように、Ｌ字形構造の少なくとも一部を含む。構造は、互いに概ね（また
は正確に）直角を形成する水平部および垂直部を画定するように形成される。構造の水平
部は、患者のマットレスの下に配置され、構造の垂直部は、患者のマットレスの側面（例
えば、患者のマットレスの頭側）に隣接し、かつ接触して配置される。いくつかの用途に
対して、構造の水平部は、いかなる検出機能も実行しないが、患者のマットレスの側面（
例えば、患者のマットレスの頭側）に隣接し、かつ接触している垂直部を支持するために
、支持要素４９として機能し、垂直部は、センサー３０として機能する。
【００８９】
　代替または追加として、異なる支持要素が、患者のマットレスの側面（例えば、患者の
マットレスの頭側）に隣接および接触した位置でセンサー３０をサポートするために使用
される。例えば、圧縮可能部材（クッションなど）が、マットレスの側面とマットレスの
側面に隣接している表面（例えば、壁またはヘッドボード）との間に置かれ得、マットレ
スの側面に対して膨張することにより、センサーをマットレスの頭側に保持するように構
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成され得る。いくつかの用途に対しては、センサーが伸縮自在のバンド（例えば、弾力性
のあるバンド）上に配置される。そのバンドは、患者のマットレスの側面の周囲にバンド
を容易に配置するために伸ばされ、次いで、バンドが縮んで、患者のマットレスの側面（
例えば、患者のマットレスの頭側）に隣接および接触してセンサーを保持する。いくつか
の用途に対しては、センサーは、伸縮自在のバンド上に配置されず、センサーは、伸縮自
在のバンドを使用して、患者のマットレスの側面（例えば、患者のマットレスの頭側）に
隣接および接触して保持される。
【００９０】
　いくつかの用途に対して、運動センサーは、重量センサーの上に置かれている重量を測
定し、それに応じて、患者が運動センサーの上に横になっていることを識別するように構
成されている重量センサーを含む。患者識別モジュールは、重量センサーによって生成さ
れた信号に応答して、運動センサーからの信号を、患者によって生成されていると識別す
る。いくつかの用途に対しては、重量センサーは、被験者が重量センサーのちょうど真上
にいるときを判断するために使用される。被験者が重量センサーの真上にいることの判断
に応答して、パターン識別モジュールが学習モードで動作するが、そのモードで、モジュ
ールは、本明細書で前述したように、患者の特徴的なパターンを学習する。いくつかの用
途に対しては、それぞれ、第１および第２の運動センサーが、そのベッドを使用する患者
および第２者の下に配置される。患者識別モジュール１５は、第１および第２の運動セン
サーの両方からの信号に応答して、運動信号のどの成分が患者によって生成されたかを判
断する。
【００９１】
　図３は、本発明のいくつかの用途に従って、呼吸パターン分析モジュール２２のコンポ
ーネントを示す概略ブロック図である。システム１０は、概ね、Ｍｅｇｅｒに対するＷＯ
　０９／１３８９７６に記載されている、呼吸パターン分析モジュール２２に類似してお
り、それは、本明細書で説明する相違点を除き、参照により本明細書に組み込まれる。例
えば、いくつかの用途に対して、呼吸パターン分析モジュールは、本願の図２Ａに示す制
御装置１４と一緒に使用される。呼吸パターン分析モジュール２２は、通常、睡眠中に、
呼吸パターンにおける変化を分析する。呼吸パターン分析モジュール２２は、通常、デジ
タル信号プロセッサ（ＤＳＰ）４１、デュアルポートＲＡＭ（ＤＰＲ）４２、ＥＥＰＲＯ
Ｍ　４４、および入出力ポート４６を含む。モジュール２３、２６、２８、２９、および
３１は、図３に示すモジュール２２に類似し得る。例えば、モジュール２３、２６、２８
、２９、および３１は、デジタル信号プロセッサ４１、デュアルポートＲＡＭ　４２、Ｅ
ＥＰＲＯＭ　４４、および入出力ポート４６に類似した、デジタル信号プロセッサ、デュ
アルポートＲＡＭ、ＥＥＰＲＯＭ、および入出力ポートを含み得る。
【００９２】
　本発明のいくつかの用途では、データ取得モジュール２０は、被験者１２の呼吸パター
ンおよび心拍パターンを非侵襲的にモニターするように構成されている。呼吸パターン分
析モジュール２２および心拍パターン分析モジュール２３は、データ取得モジュール２０
によって生成された生データから、呼吸パターンおよび心拍パターンをそれぞれ抽出し、
それぞれ、呼吸パターンおよび心拍パターンの処理および分類を実行するように構成され
ている。呼吸パターン分析モジュール２２および心拍パターン分析モジュール２３は、（
ａ）喘息の発作、心臓異常に関連した肺水腫（ｌｕｎｇ　ｆｌｕｉｄ　ｂｕｉｄｕｐ）、
敗血症、心停止、もしくは呼吸抑制などの、臨床症状が近づいていることを予測するため
、および／または（ｂ）臨床症状が生じるとその重症度および進行をモニターするために
、それぞれのパターンを分析するように構成されている。ユーザーインタフェース２４は
、被験者１２および／または医療サービス従事者に、予測された症状または生じている症
状を通知するように構成されている。迫り来る臨床症状を予測すると、早期の予防的治療
を容易にし、それは、一般に、必要な投薬量を減らすか、かつ／または、死亡率および罹
患率を低下させることにより、結果を改善する。一般病棟に入院している患者を治療する
場合、例えば、患者の悪化を早期に識別すると、その患者をＩＣＵに収容する必要性を防
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ぎ、入院日数を短縮し、そして、うまく回復して退院する可能性を高め得る。
【００９３】
　睡眠中の正常な呼吸パターンは、日、週、月、および年を通して、緩やかな変化を被り
やすい。いくつかの変化は、季節の変化などの周期的な環境変化、もしくは、週間スケジ
ュール（例えば、毎土曜日の野外の遊び）などの定期的なスケジュールに起因した周期的
なもの、または月経周期などのバイオリズムである。他の変化は、例えば、子供の成長ま
たは大人の加齢に伴って生じる変化など、単調に進行する。本発明のいくつかの実施形態
では、システム１０は、これらの緩やかな変化を動的に追跡する。
【００９４】
　本発明のいくつかの用途では、システム１０は、呼吸数；心拍数；咳嗽数；呼気／吸気
比率；増強された呼吸の振幅、数、または頻度；深吸気の振幅、数、または頻度；振戦の
振幅、期間、または頻度；睡眠周期の期間または頻度；および、不穏状態パターンの数ま
たは頻度を含むが、それらに限定されず、被験者の臨床的パラメータをモニターするよう
に構成されている。これらのパラメータは、本明細書および特許請求項で使用される、「
臨床的パラメータ」の例である。一般に、臨床的パラメータは、臨床状況で測定でき、か
つ、臨床的価値を有する数値パラメータである。
【００９５】
　再度、図１を参照する。本発明のいくつかの用途では、運動センサー３０は、圧力セン
サー／振動センサー（例えば、圧電センサー）または加速度計を含み、それは、通常、被
験者がその上に横になる（例えば、眠る）表面３７の中、上、または下に取り付けて、被
験者の呼吸および心拍に関連した運動を感知するように構成される。通常、表面３７は、
マットレス、マットレスカバリング（ｃｏｖｅｒｉｎｇ）、シート、マットレスパッド、
および／またはマットレスカバーを含む。いくつかの用途に対しては、運動センサー３０
は、表面３７内、例えば、マットレス内に組み込まれ、運動センサーおよびリクライニン
グ表面が統合ユニットとして一緒に提供される。いくつかの用途に対して、運動センサー
３０は、被験者１２の腹部３８または胸部３９の近くで、表面３７の中、上、または下に
取り付けられるように構成される。代替または追加として、運動センサー３０は、被験者
の脚４０の近くなど、解剖学的に被験者の腰より下で、被験者１２の一部の近くの表面３
７の中、上、または下に取り付けられる。いくつかの用途に対して、かかる位置決めは、
センサーを被験者の腹部３８または胸部３９の近くに位置付けるよりも、はっきりしたパ
ルス信号を提供する。
【００９６】
　本発明のいくつかの用途では、センサー３０は、単一の圧電セラミックセンサーを含む
。センサーは、例えば、寸法が２０ｃｍ×２８ｃｍ×１．５ｍｍの、軟質プラスチック（
例えば、パースペックス（ＰＭＭＡ）、ポリカーボネート、またはアクリロニトリルブタ
ジエンスチレン（ＡＢＳ））または非プラスチック（例えば、段ボール）を含む半剛性板
などの、板に取り付けられる。センサーは、たとえ被験者の身体がセンサーの真上にない
場合でさえ、被験者が最も一般的なベッドでの姿勢を取っているとき、信号を検出するこ
とができる。いくつかの用途では、センサー３０は、２つ以上の薄い圧電センサー（例え
ば、半径１３ｍｍおよび厚さ１００ｕｍ）を使用して実施され、その２つ以上のセンサー
は、第１のセンサーが板に取り付けられ、第２（および潜在的に第３など）のセンサーが
その第１のセンサーに取り付けられるように、半剛性板の上に積み重ねられる。両方のセ
ンサーからの信号は、システムの信号対雑音比を向上させるため、電子機器を増幅および
／またはデジタル化することによって、互いに加えられる。
【００９７】
　いくつかの用途に対して、運動センサー３０（例えば、圧電センサーを含む）は、剛性
の区画内に密閉されるが、それは、通常、少なくとも１０ｃｍ２の表面積、および５ｍｍ
未満の厚さである。センサー出力は、通常、圧電センサーとともに使用される電荷増幅器
などの電子増幅器、および増幅器の極めて高い出力インピーダンスを、長いケーブルを通
じた伝送に適した低いインピーダンス電圧に調整する容量性トランスデューサに向けられ
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る。センサーおよび電子増幅器は、機械的振動を電気信号に変換する。
【００９８】
　本発明のいくつかの用途では、運動センサー３０は、リクライニング表面３７の中、上
、または下に取り付けるように構成された、複数センサーのグリッドを含む。単一の装置
ではなく、かかるグリッドの使用は、呼吸および心拍の信号受信を向上させ得る。
【００９９】
　いくつかの用途では、システム１０は、Ｍｅｇｅｒに対するＷＯ　０９／１３８９７６
に記載されている技術を使用して、患者が、ベッドまたは他のリクライニング表面または
椅子上で位置を変えているかどうかを識別する姿勢変化識別アルゴリズムを含むが、ＷＯ
　０９／１３８９７６は、参照により本明細書に組み込まれる。目的は、患者が、仰臥位
、うつ伏せ、左側を下、または右側を下の、４つの姿勢のうちの１つの間で動いたかどう
かを識別することであり、なぜなら、２～４時間ごとのかかる変化は、褥瘡形成を、危険
性の高い患者において防ぐために、一般に必要とされる。あるいは、システムは、褥瘡が
最も進行しやすい胴体および／または仙骨部位の位置を変えることを含む、大幅な身体の
動きを識別し得る。システムは、大規模な身体運動のイベントを識別し、それらが、主要
な身体の姿勢変化を伴ったかどうかを評価する。
【０１００】
　いくつかの用途では、臨床医は、システム１０上で回転手順を起動でき、それによって
、システムは、所定の閾値期間ごとに、臨床医に患者の回転を実行する（すなわち、患者
に姿勢を変えさせる）ことを思い出させるだろう。閾値期間は、通常、２時間以上および
／または４時間未満であり、例えば、２時間と４時間の間である。システム１０は、臨床
医が患者を最後に回転させた時からの時間のカウンタを表示し、臨床医が患者を最後に回
転させてから前述した閾値期間が経過すると、システムは、臨床医に患者を回転させるよ
うに警報を出す。いくつかの用途に対して、臨床医は、入力装置を用いて、患者が回転さ
れたことを示す。代替または追加として、システム１０は、運動センサーおよび／または
、ビデオカメラなどのカメラを使用して、回転が実行されたことを検証する。いくつかの
用途に対して、臨床医による患者の回転のかかる実行は、入力装置を用いて、回転が実行
されたことを示す臨床医によって、ログに取られ、また、追加として、臨床医の示した回
転が、システム１０の１つまたは複数のセンサーによって検証されたかどうかの表示がロ
グに取られる。いくつかの用途に対して、入力装置を用いてログに取られている、回転が
実行されたという表示、およびシステムによって検証されていない表示に応答して、シス
テムは警報を生成する。さらに、いくつかの実施形態では、臨床医が回転手順を起動して
いて、臨床医によって患者が回転されたという、臨床医から受信している表示なしで、シ
ステムが、患者の姿勢変化を検出している場合、システムは、それを、患者によって実行
された自主的な回転として識別する。かかる場合、システムは、臨床医が、次にスケジュ
ールされた時に患者を回転させる必要があるかどうかを考慮するため、および／または患
者が回転手順を継続する必要があるかどうかを再評価する（例えば、Ｎｏｒｔｏｎまたは
Ｂｒａｄｅｎなどの標準尺度を使用して）ために、その情報を臨床医に示し得る。いくつ
かの用途に対して、これは、臨床医が患者を無駄に回転する必要から防ぎ得るが、それは
、非常に大きな労力を要し得る。
【０１０１】
　いくつかの用途に対して、システムは、被験者に対して決定された不穏状態の閾値より
高いかもしくは低いか、かつ／または以前の値より高いかもしくは低い、不穏状態の全体
レベルを識別するように構成されている。それに応答して、システムは、臨床医が被験者
の回転手順を生成するか、既存の回転手順を再評価するか、かつ／または患者のＢｒａｄ
ｅｎスコアおよび／もしくはＮｏｒｔｏｎスコアを再評価する必要性を示す出力を生成す
るように構成されている。いくつかの用途に対して、不穏状態の全体レベルおよび／また
は被験者の異なるパラメータに応答して、システムは、その被験者に対する回転手順を自
動的に生成するか、かつ／または既存の回転手順を調整するように構成されている。
【０１０２】
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　いくつかの用途に対して、システム１０は、被験者がベッドで体を起こしている場合に
警報を生成するために、出力装置を駆動することにより、患者の落下を減らすために利用
され、このようにして、ベッドから離れる可能性のある患者について、臨床医に早期に警
告を提供し、患者が実際にベッドを離れる前に彼を支援できるようにして、落下を効果的
に防ぐ。いくつかの用途に対して、システム１０は、例えば、参照により本明細書に組み
込まれる、Ｍｅｇｅｒに対するＷＯ　０９／１３８９７６に記載されているように、運動
信号における雑音レベルの進行中の計算に応答して、患者がベッドで体を起こしているこ
とを識別する。
【０１０３】
　いくつかの用途に対して、システム１０は、早期の警告表示を提供するために、所与の
期間内（例えば、３０秒～６０分の間の期間）に、患者がベッドを出る可能性を判断する
ように構成されている、ベッド退出検出機能を含む。いくつかの用途に対して、これは、
患者が起き上がっているか、または実際にベッドから出ていることの検出に応答して発行
される警報に対して、医療専門家が十分迅速に対応できないことに起因する落下を防ぎ得
る。
【０１０４】
　患者がベッドを出るのは、トイレに行く必要性に非常にしばしば関連していることを臨
床研究は示している。いくつかの用途に対して、システム１０は、患者がトイレに行く必
要があり得ることを示すパラメータを検出することによるか、または、患者が今にもベッ
ドを出ることを示す他のパラメータを検出することによって、警報し、付き添われずにベ
ッドを出ることを防ぐために、患者１２が今にもベッドから出得ることを示すパラメータ
を検出する。
【０１０５】
　いくつかの用途に対して、以下のパラメータのうちの少なくとも１つがシステムによっ
て検出される：
　・閾値よりも長い期間、患者がベッドから出ていない、
　・患者が、閾値または以前の基準よりも高い不穏状態レベルを示している、
　・患者がベッドで体を起こしている、
　・患者が特定の期間、ナースの訪問を受けていない、
　・患者の睡眠周期に応じた時刻、および／または
　・時刻
　・患者が麻酔下にあるか、または患者が手術室を出てからの時間。
【０１０６】
　システム１０は、通常、前述のパラメータの１つまたは複数に少なくとも一部従って、
今にもベッドを出る可能性を検出する。例えば、システム１０は、患者がベッドから出て
いるか、または今にもベッドから出そうであることを検出するための、複数の感度レベル
を有し得る。システム１０は、例えば、患者が最後にベッドを出てから、またはナースに
よる最後の訪問からの時間に基づき、感度レベルを変更する。従って、例えば、患者が、
所与の期間、例えば、３時間以上（または、例えば、５時間、もしくは８時間など、異な
る期間）、ベッドから出ていない場合、ベッド退出感度レベルが自動的にさらに高いレベ
ルに引き上げられる。代替または追加として、以前に患者が所与の時刻（例えば、５：０
０ＡＭ）に起床していた場合、もしくは、過去３日間に患者がほぼ同じ時刻（例えば、５
：００ＡＭ頃）に起床していた場合、その時刻の前に（例えば、その時刻の１５分前、４
：４５ＡＭに）、ベッド退出感度レベルが自動的に引き上げられる。さらに代替または追
加として、ナースが、患者の病室を所与の期間（例えば、２時間以上）訪問したことのロ
グを取っていない場合、ベッド退出感度レベルが自動的に引き上げられる。いくつかの用
途に対しては、上でリストした１つまたは複数の基準が当てはまる場合、システムは、ベ
ッド退出の可能性が高いという警報を介護者に出す。いくつかの用途に対して、システム
は、患者がベッドを出る前の運動信号および生命徴候パターンを以前の日から学習し、同
様のパターンを、ベッド退出間近を示していると解釈する。
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【０１０７】
　いくつかの用途に対して、システム１０は、運動センサー３０を含み、入力としてナー
スコールの起動を受信するためのインタフェースも含む。ナースコールが起動されると、
ベッド退出感度レベルが自動的に引き上げられる（すなわち、どのベッド退出警報が生成
されるかに応じた運動閾値が調節される）。多くの場合、患者がベッドを出る前に、患者
は心拍数および／または呼吸数の増加を経験する。従って、いくつかの用途に対しては、
ベッド退出感度レベルが、患者の検出された心拍数および／または呼吸数に応答して調節
される。例えば、患者の心拍数における５ｂｐｍ以上（例えば、５～１５ｂｐｍ）の増加
、および／または呼吸数における２呼吸／分以上（例えば、２～１０呼吸／分）の増加を
検出しているシステムに応答して、システムのベッド退出感度レベルが引き上げられる。
【０１０８】
　いくつかの用途に対して、システム１０は、例えば、参照により本明細書に組み込まれ
る、Ｌｏｚｉｎｓｋｉらに対するＵＳ　２０１０／０２１５０７４に記載されているよう
な、非接触型熱流量センサーを使用してか、または代替の温度センサーを使用して、患者
１２の体温における変化を検出するために利用される。いくつかの用途に対して、かかる
システムの目的は、患者の体温を検出し、患者の身体における温度の変化に応答して警報
を生成するが、間違った警報の生成を減らすことである。
【０１０９】
　いくつかの実施態様では、患者が横になっているベッドのシーツまたはマットレスの下
に配置されている、前述した熱流量センサーまたは代替温度センサーの使用は、誤った温
度変化の測定値を生じ得る。例えば、患者の姿勢変化は、センサーによって検出される熱
流量に影響を及ぼし得、従って、温度変化の間違った警報を提供し得る。本発明のいくつ
かの用途に対して、誤った警報の数を削減するため、熱流量センサーの測定値が、運動セ
ンサー、位置センサーおよび／または心拍数センサーの測定値と関連付けられる。例えば
、患者の姿勢変化を検出するマットレスの下のセンサーまたはカメラが、熱流量センサー
によって検出された温度変化に相関して患者が位置を変えたかどうかを検出するために使
用される。姿勢変化が検出されない場合、検出された温度変化が介護者に伝達されるか、
かつ／または警報が生成される。姿勢の変化が検出されると、少なくともいくつかの場合
には、システムが姿勢の変化を、検出された温度変化を生じさせたと解釈し、検出された
温度変化が除去される。
【０１１０】
　代替または追加として、患者のマットレスの下の運動センサーなどのセンサーが、患者
の心拍数を継続的にモニターするために使用される。熱流量測定値における変化が、心拍
数における同方向の変化に関連している場合、これは、患者が温度変化を経験しているこ
とを示しているとシステムによって解釈され、温度変化が介護者に伝達されるか、かつ／
または警報が生成される。そうでない場合、検出された温度変化は除去される。いくつか
の用途に対して、温度センサー（例えば、熱流量センサー）および／または心拍数センサ
ーの瞬間的な測定値が、説明のように、患者が温度変化を経験しているかどうかを判断す
るために使用される。あるいは、患者が温度変化を経験しているかどうかを判断するため
に、温度センサー（例えば、熱流量センサー）および／または心拍数センサーの測定値が
、３０秒～６０分の範囲の期間にわたって平均され、それによって、患者の温度および／
または心拍数における瞬間的な変化から生じ得る誤った警報の生成を削減する。
【０１１１】
　いくつかの用途に対して、温度における変化（例えば、熱流量における変化）は、被験
者の動きまたは検出された姿勢変化に相関する場合、被験者の姿勢が変わっていることを
示す兆候として、制御装置によって使用される。いくつかの用途に対して、熱流量におけ
る大幅な低下は、被験者の動きに相関する場合、被験者がベッドを離れていることを示す
兆候として、制御装置によって使用され、被験者がベッドから出ているかどうかを判断す
る、判断ブロックプロセス（例えば、本明細書に記載するような）内で使用される。
【０１１２】
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　いくつかの用途に対して、システム１０は、米国ミシガン州カラマズー所在のＳｔｒｙ
ｋｅｒ　Ｍｅｄｉｃａｌによって製造されたＸＰＲＴ対応のアクティブ表面を備えたＩｎ
Ｔｏｕｃｈ　Ｃｒｉｔｉｃａｌ　Ｃａｒｅ　Ｂｅｄなどのアクティブ表面を備えたスマー
トベッドシステムに接続される。ベッドは電動式であり、例えば、次の治療介入を提供す
ることができる：背もたれ角度の変更、患者の回転、ならびに／または振動療法および打
診法の提供。システム１０は、測定された臨床的パラメータに応答して、これらの治療介
入のうちの１つを起動する。例えば、５分～３時間の期間（例えば、３０分）にわたる平
均呼吸数の増加が、被験者の活動レベルにおいて対応する増加なしで識別される場合、こ
れは、患者の呼吸状態の悪化を示し得、振動療法および打診法が起動されるか、または背
もたれ角度が３０度まで増やされる。あるいは、患者の時間あたりの姿勢変更の回数が、
１時間～２４時間の間の期間（例えば、３時間）に対する閾値を下回っている場合、アク
ティブ表面が患者を回転させる。患者の回転を感知することなく、ベッドは、たとえ、被
験者が自律的に回転しても、被験者を３時間ごとに回転させる必要があり得、従って、潜
在的に著しくかつ／または不必要な不快感を患者に対して生じる。
【０１１３】
　いくつかの用途に対して、システム１０は、運動センサーを通じて、アクティブ表面の
起動を検出するように設計されている。いくつかの用途に対しては、アクティブ表面の起
動を検出すると、システム１０が、アクティブ表面によって生成された信号に起因して、
間違った生命徴候測定値を生じ得るいかなるアーチファクト（ａｒｔｉｆａｃｔ）も除去
できるようにする。代替または追加として、これは、臨床チームの、例えば、褥瘡防止手
順などの患者ケア手順の順守の文書化および評価を容易にする。
【０１１４】
　アクティブ表面の起動を検出するために、例えば、以下で説明するように、いくつかの
アルゴリズムが独立して、または組み合わせて使用される：
１．ベッドに連結された電気モーターの起動を、機械的信号をフィルタ処理するための帯
域フィルタを使用して、電気がシステムに提供される周波数（例えば、５０または６０Ｈ
ｚ）である周波数を有する信号を検出することにより識別する。図７Ａは、アクティブ表
面上に横になっている被験者から検出された信号を示し、その信号は、本発明のいくつか
の用途に従って、任意の単位で測定される。図７Ｂは、６０Ｈｚ帯域フィルタによってフ
ィルタ処理されている信号を示す。図７Ｂにおけるピークは、アクティブ表面が実際に起
動されている期間を表す。多くの場合、この起動は、システム１０によって識別される特
徴的な時間周波数を有する。表面上でモーターの起動を検出すると（これは、いくつかの
用途に対しては、説明したように、所与の周波数で信号を検出することによって検出され
る）、いくつかの用途においてシステム１０が、そのアクティブ表面のパターンを学習し
、その起動を識別し、ログを取り、以下で説明するように、かつ／またはアクティブ表面
によって生成された生命徴候測定値に対するいかなるアーチファクトも除去できるように
する。
【０１１５】
　アクティブ表面が（例えば、膨張または収縮により）動く際に、アクティブ表面によっ
て生成された機械的振動または圧力信号を運動センサー上で識別する。いくつかのアクテ
ィブ表面が、運動センサー上で特徴的形状の信号を生成するが、それは、システムによっ
て事前にプログラムできるか、または学習できる。例えば、１つのかかる特徴的な信号形
状は、図４の線１５５０に示す三角形信号であり、それは、アクティブ表面の信号の形状
を、本明細書に記載するような技術を使用して測定された、任意の単位で示す。図５の線
１５６１は、運動信号を、本明細書に記載するような技術を使用して測定された、非アク
ティブ表面上に横になっている被験者について測定された任意の単位で示す。患者がアク
ティブ表面上に横になっている場合、患者の動きによって生成された運動信号と、アクテ
ィブ表面によって生成された運動信号の組合せである、運動信号が生成される。
【０１１６】
　いくつかの用途に対して、図４の線１５５０などの三角形信号形状の識別が、以下で説
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明する技術に従って実行される。
【０１１７】
　類似性に対して以下の基準が使用される：
【数１】

式中：
　ＳＦは、類似性要因（この要因は、三角形パターンなど、任意の事前にプログラムされ
たパターンに対して別々に計算される）であり；
　Ｓｉｇは、運動センサーから導出された正規化ベクトル信号であり；
　Ｔｒｉａｎｇｌｅは、正規化された事前に分かっている三角形状ベクトルであり；
　ｋは、ベクトルにおけるサンプルのインデックスであり；かつ
　Ｎは、比較された点の量－前述したベクトルの長さである。
【０１１８】
　ＳＦが閾値より大きい場合（例えば、０．８０）、アクティブ表面は、システム１０に
よって使用されていると識別され、三角形状を有する信号の一部が患者の動きによって引
き起こされていると考えられない。
【０１１９】
　２．いくつかの用途では、システム１０は、アクティブ表面、またはベッド上に配置さ
れた他の機械（例えば、深部静脈血栓症に関連したシステム）によって生成された、かか
る三角形または他の形状のパターンを自動的に識別および学習する。システム１０は、非
常に低い変化レベルを有するそれぞれの信号の検出に基づき、パターンを識別し、それを
正常な呼吸パターンから区別する。例えば、本節でクラスタリングに関連して以下で説明
するように、呼吸運動を検出するためにクラスタリングアルゴリズムが使用される場合、
アクティブ表面によって生成された三角形または他の形状のパターンが、呼吸サイクルの
サイクル長および振幅に関して、高密度な呼吸数クラスタを生成するであろう。高密度の
クラスタに対するサンプル基準は、例えば：平均信号振幅の１０％より低い振幅標準偏差
、および／または平均サイクル時間の１０％より低いサイクル時間（すなわち、期間）標
準偏差であり得る。通常、クラスタになるには、最小限の６つの点が必要とされる。アク
ティブ表面によって生成されるクラスタを示す、図６Ａは、振幅結果（任意の単位で測定
されている振幅）の低標準偏差を有するデータ点を示し、それらは、前述した基準よりも
低い。人間の呼吸信号によって生成されるクラスタを示す、図６Ｂは、前述した基準より
も高い振幅結果（任意の単位で測定されている振幅）の標準偏差を有するデータ点を示す
。
　アクティブ表面によって生成されている信号を示すそれぞれの信号を検出するための技
術の追加の例は、信号を、外部信号（例えば、アクティブ表面によって生成された信号）
のサイクル時間に等しい時間セグメントに切断することによる。これらの時間スロットは
、例えば、１０サイクルなど、数サイクルの期間にわたって平均化される。結果として生
じる平均は、参照信号のライブラリに追加され、前述した三角形の信号識別と同じ方法で
使用される。この方法に対して、優勢なサイクル時間が信号のスペクトルから抽出される
。
【０１２０】
　いくつかの用途では、システム１０は、褥瘡を防ぐために、患者１２が褥瘡の恐れがあ
るか、および患者回転手順上にあるかどうかの表示を臨床医から受信するための入力手段
を有する。さらに、システム１０は、患者がアクティブ表面上に置かれているかどうかを
識別するための入力手段または検出手段を有する。システム１０は、次いで、かかる患者
に対する回転手順が続いて起こらない場合、臨床医に警報し、随意に、スーパーバイザに
対する警報を生成する。例えば、多くの施設では、アクティブ表面上に置かれているいか



(23) JP 5951630 B2 2016.7.13

10

20

30

40

50

なる患者も２時間に一度、回転されるべきである。従って、システム１０が、患者がアク
ティブなマットレス上に置かれているが、回転手順リマインダがオンにされておらず、か
つ／または患者が２時間ごとに回転されていないことを識別すると、システムは臨床医に
警報を出す。逆に言えば、患者が回転手順上にあるが、アクティブ表面がオンにされてい
ない場合も、システムは臨床医に警報し得る。これは、患者回転態様およびアクティブ表
面利用の両方を含む、褥瘡防止の完全な手順が維持されていることを確実にするのに役立
つ。
【０１２１】
　いくつかの用途に対しては、例えば、本明細書で説明する１つまたは複数の動作検出技
術と関連して、患者動作を感知するためにカメラ（例えば、ビデオカメラ）が使用される
。いくつかの用途に対して、カメラによって検出される画像（例えば、静止画像、または
ビデオストリームの画像フレーム）は、動作検出および分析を提供するための十分なデー
タを含む画像を生成するなどのため、輪郭検出アルゴリズムを通過するが、患者および／
または患者の身体の一部の識別可能性を低下させることにより、患者のプライバシを維持
する。
【０１２２】
　いくつかの用途に対して、システムは、患者の睡眠パターンの分析に加えて、患者の回
転をログに取る。患者の回転信号および患者の睡眠パターンの分析の両方に応答して、シ
ステムは、患者を回転すべきことを示すために警報を生成する。例えば、患者が、回転さ
れるために、熟睡から目を覚まされるのは、通常、不都合である。従って、いくつかの用
途に対して、システムは、患者を回転する必要があることを示す患者の回転信号、および
患者が目覚めているか、またはＲＥＭ睡眠段階の終わりであるかを示す患者の睡眠パター
ン分析に応答して、回転警報を生成する。
【０１２３】
　いくつかの場合には、パルスオキシメーター（例えば、センサー８６）が、いかなる可
視的警告もなく、間違った測定値を与え得る。これは、例えば、弱い灌流のために、起こ
り得る。本発明のいくつかの用途では、システム１０は、パルスオキシメーターおよび運
動センサーを含む。システム１０は、パルスオキシメーター信号および運動センサーの信
号の両方を使用して、被験者の心拍数を計算する。システムは、測定された心拍数が正し
いことを検証するために、２つの計算された心拍数を比較する。不一致がある場合、シス
テムは、医療サービス従事者に警報を出す。
【０１２４】
　いくつかの用途では、システム１０は、誤った警報を減らすために、オキシメーターお
よび運動センサーの組合せを利用する。ほとんどの場合、酸素飽和度における著しい変化
は、運動センサーによって測定されるように、患者の呼吸数および／または心拍数におけ
る著しい変化（例えば、増加または減少）を伴うはすである。オキシメーターセンサーを
通じた、酸素飽和度および心拍数の両方の測定において間違った警報の数を減らすため、
運動センサーからのデータとの相関が使用される。いくつかの用途では、オキシメーター
センサーによって検出された信号が、運動センサーによって検出された呼吸運動信号成分
と相関する。オキシメーターの通常動作では、優勢な信号が、呼吸運動信号ではなく、心
拍数に関連した信号と相関する。しかし、優勢な要素が呼吸信号と相関する場合、システ
ムは、オキシメーターデータが誤っていると識別し、そのチャネルで生成された測定値お
よび／または警報が除去される。
【０１２５】
　図８Ａ～図８Ｂは、システム１０が、図８Ａにその信号が示されている運動センサー（
信号が任意の単位で測定されている）、および図８Ｂにその同時信号が示されているオキ
シメーターセンサー（信号が任意の単位で測定されている）の両方を有する、患者を測定
しているシステムのいくつかの用途によって検出される信号を示す。３６６０秒に先行す
る時間セグメントでは、患者の心拍に密接に従うパターンを有する、オキシメーターの高
品質信号が観測され得る。次いで、時間３６８０秒のあたりで、運動センサーによって著
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しい動きが検出され、その後、オキシメーターセンサーが患者の指から落下して、患者は
、腹臥位になり、呼吸サイクル中に患者の腹部が動くたびに、オキシメーターセンサー上
に力を加える。その結果、ほぼ時間３６９０秒の後、オキシメーターセンサーが、心拍数
および飽和レベルの誤った結果を検出して、低酸素飽和度の潜在的に誤った警報を生成す
る。いくつかの用途では、システム１０は、時間３６９０の後（図８Ａおよび図８Ｂに示
す信号の部分の拡大を示す、図９Ａ～図９Ｂにおいても見られるように）、オキシメータ
ーセンサーと呼吸運動信号との間の高い相関レベルを識別し、誤ったオキシメーター警報
が、従って、臨床医に伝達されない。いくつかの用途に対して、オキシメーターが正しく
位置付けられていないことを示す警報が、酸素測定信号における変化に応答して、生成さ
れる。
【０１２６】
　前述したように、いくつかの用途に対して、通常、酸素飽和度における著しい変化は、
運動センサーによって測定されるように、患者の呼吸数および／または心拍数における著
しい変化（増加または減少）を伴うはずであるため、システム１０は、誤った警報を減ら
すために、オキシメーターおよび運動センサーの組合せを利用する。いくつかの用途に対
して、オキシメーターセンサーを通じた、酸素飽和度および心拍数の両方の測定において
間違った警報の数を減らすため、運動センサーからのデータとの相関が使用される。酸素
飽和レベルにおいて大幅な低下が識別される場合、システム１０は、過去２時間より前、
例えば、過去１時間において、心拍数または呼吸数またはパターンにおいて著しい変化が
検出されているかどうかをチェックする。かかる変化（例えば、呼吸数が８呼吸／分より
下に低下）が検出されている場合、（これは、呼吸抑制の明らかな兆候であり得るので）
システム１０は、直ちに警報を生成して、臨床医に通知する。他方、呼吸数および心拍数
が、全期間にわたって安定し、正常範囲にある場合、システム１０は、警報が生成される
のを防ぎ得る。代替または追加として、システムは、３０秒～１５分の遅延期間を起動し
得、その期間中、酸素測定信号が継続的にモニターされ、期間を通して異常な測定値が続
く場合、臨床医に通知するために警報が生成される。いくつかの用途では、これは誤った
警報の比率を削減し得ながら、心拍数または呼吸数およびパターンにおけるいかなる著し
い変化もなく、本当の飽和警報を得る可能性が極めて低いので、本当の患者の悪化を見逃
す恐れを低いレベルで維持している。
【０１２７】
　いくつかの用途に対して、システム１０は、（１）患者の血中酸素飽和度を光電脈波計
で、および（２）患者の呼吸運動信号を、前述したように、例えば、患者のマットレスの
下のセンサーを使用して、モニターする。いくつかの用途に対して、酸素飽和度および呼
吸モニタリングの組合せは、睡眠時無呼吸以外の呼吸器疾患または悪化を検出するために
使用される。あるいは、酸素飽和度および呼吸モニタリングの組合せは、睡眠時無呼吸を
検出するために使用される。
【０１２８】
　いくつかの用途に対して、システムは、２つの信号間の相関を判断し、具体的には、光
電脈波計信号の短期間変動（すなわち、３００秒未満にわたるか、または３０秒未満にわ
たる、信号の変動）およびその呼吸サイクルとの相関を分析する。例えば、システムは、
吸気時および呼気時における、光電脈波計信号の短期間変動を分析する。これは、システ
ムによるか、かつ／または臨床医による、呼気時対吸気時の測定を容易にする。呼吸サイ
クルにおける呼気時の吸気時に対する比の変化が、いくつかの場合には、喘息の発作など
の差し迫った呼吸促迫を含む、呼吸状態における変化の兆候である。
【０１２９】
　さらに、本発明のいくつかの用途に対して、呼吸サイクルに相関する酸素飽和度におけ
る短期間の変化は、患者の呼吸状態の兆候を提供する。例えば、多くの患者には、患者の
呼吸が１０～２０秒間停止する期間（しばしば低呼吸と呼ばれる）がある。いくつかの用
途に対して、システム１０は、かかる低呼吸イベントを呼吸運動の測定を通して識別し、
それら低呼吸サイクルにおける酸素飽和レベルの変化を分析する。かかる変化が定義され
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た閾値（例えば、３％）より高い場合、システムは、呼吸器系が窮迫を経験し得るか、ま
たは経験している可能性があることを示しているので、その変化を臨床医に示す。いくつ
かの用途に対して、システム１０は、患者の酸素飽和度が閾値レベル（一般に１％～５％
の間、例えば、１．５％～２．５％の間、例えば、２％）よりも低下するのにかかる、呼
吸をしない時間の長さを検出する。通常、被験者の呼吸状態が窮迫を経験している場合、
酸素飽和度における閾値低下が、所与の、しばしば、より短時間内に起こる。この時間レ
ベルが測定され、臨床医に示される。酸素飽和度における閾値を下回る低下が、所与の閾
値時間（これは、定められた閾値時間、または患者の病歴に基づいて設定される閾値時間
であり得る）より短い時間で起こる場合、被験者の呼吸状態がさらなる評価を必要とする
ことを臨床医に示すために、警報が生成される。いくつかの用途に対して、システム１０
は、例えば、１０回の連続した呼吸サイクル（一呼吸）にわたって平均化された、呼吸サ
イクル内で、酸素測定信号の変動を分析する。呼吸サイクルごとの標準偏差が臨床医に対
して表示される。
【０１３０】
　いくつかの用途に対して、システム１０は、被験者１２によるベッドに入ることおよび
／または出ることを検出するように構成される。システムは、連続的な運動を示す信号（
例えば、呼吸または心拍に関連した）が続く大きな身体運動を検出すると、ベッドに入っ
たことを識別し、後に続く運動信号がない大きな身体運動を検出すると、ベッド退出を識
別する。いくつかの用途に対して、センサー３０は、単一の半剛性板、およびそれに連結
された、被験者の身体をセンサー３０に適用する重量を検出するように構成されている、
振動センサーおよび２つの歪みゲージを含む。
【０１３１】
　いくつかの用途に対して、システム１０は、被験者１２がベッドを離れていて、３分～
２時間の間の指定された期間（例えば、１０分）より長い期間、戻っていない場合、警報
を出すように構成される。これは、特定の時刻、例えば、夜間に、手動で、または自動的
に患者に対して起動され得る。これは、独力でベッドに入るか、またはベッドを出る可能
性があるが、落下する恐れのあり得る、患者を監督するために有用である。ナースは、患
者がベッドを離れるたびに警報されたくないかも知れないが、患者がベッドを離れて１０
分間、戻っていなければ、それは、患者が落下して支援を必要としているか、または、病
院内もしくは養護施設内を付添人なしで徘徊していることを意味するので、警報して欲し
いことがあるだろう。ナースは、例えば、看護チームの人数が減り、患者が、短時間のベ
ッド退出を除いて、実質的に常にベッドにいることを期待されている夜間にのみ、このシ
ステムを起動させたい可能性がある。「長時間ベッド退出警報」は、看護チームに治療介
入を必要とし得る異常事態を有効に通知しながら、警報数、従って、「警報疲れ」を減ら
すのに役に立つ。
【０１３２】
　本発明のいくつかの用途では、システム１０は、モニターされている被験者に加えて、
ベッド上に座っている追加の人（例えば、訪問者またはナース）によって生成され得る間
違った警報を防ぐように設計されている。いくつかの用途では、システムは、（例えば、
米国ミシガン州カラマズー所在のＳｔｒｙｋｅｒ　Ｍｅｄｉｃａｌおよび米国インディア
ナ州ベーツビル所在のＨｉｌｌ　Ｒｏｍによって製造された、いくつかのベッドに設置さ
れるように）ベッド上の被験者の体重を量る重量センサーを含む。重量センサーからの測
定値が、標準的な通信手段を通して、制御装置１４に伝達される。システム１０は、被験
者に対して定められた範囲の期待される体重（例えば、３０Ｋｇ～２５０Ｋｇの間）を有
する。被験者がベッドに入る前、測定される体重はほぼ０である。測定値が３０Ｋｇレベ
ルを下回っている限り、システムは、いかなる測定値も生成しない。上の範囲内の体重が
識別されると、システムは、自動的に測定を開始する。被験者の測定中に、体重における
突然の、例えば、３０Ｋｇ以上の増加が識別されると、システム１０は、それを、ベッド
上の追加の人と認識し、測定を中断するか、かつ／または臨床医に警報を出す。これは、
ベッド内の２人以上の人に起因して生じ得る、潜在的に誤った測定値を防ぐために使用さ
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れる。あるいは、システム１０は、いくつかの用途では、被験者がベッドにいるときをシ
ステムに示すためのオペレータインタフェースを含む。その時点で測定された体重がログ
に取られ、最初の測定値を１０％以上超える体重測定値が識別されるときはいつでも、シ
ステムが測定を中断するか、かつ／または臨床医に警報を出す。
【０１３３】
　さらに、いくつかの用途では、システム１０は、非接触センサー３０における信号の突
然消失の状況を識別するために、重量センサーからの体重測定値を使用する。信号のこの
損失は、ベッドを出る被験者によるか、または心停止イベントによって引き起こされ得る
。体重測定値を利用すると、システム１０は、それら２つのシナリオを区別できる。信号
の消失が、ベッドで測定される体重の低下を伴う場合、システムは、これを患者がベッド
から出たと識別する。体重におけるかかる変化が識別されない場合、システム１０は、こ
のイベントを（例えば）心停止と識別し、それに応じて警報を出す。いくつかの用途では
、ベッドは、組み合わせて被験者の重心を計算できる、１組の重量センサー（例えば、米
国ミシガン州カラマズー所在のＳｔｒｙｋｅｒ　Ｍｅｄｉｃａｌによって販売されている
もの）を含む。いくつかの用途では、システム１０は、被験者の姿勢変化の検出の精度を
向上させるため、これら重量センサーからの測定値を非接触センサーと統合する。姿勢変
化は、重心が何らかの動きを示し、かつ、前述したように、センサー３０が姿勢変化の追
加的な特徴を識別している場合にのみ識別される。いくつかの用途では、被験者がベッド
上に座っているかまたは横になっているかの追加的な識別を含め、被験者がベッドに入っ
たことおよびベッドから出たことの検出が、画像処理装置に結合されたカメラで識別でき
る。いくつかの用途では、前述したシステムの適合が、椅子または車いすに座っている被
験者に対して実施される。
【０１３４】
　臨床医が患者の状態を診断する場合、いくつかの場合には、被験者の状態のパラメータ
の現在の測定値を、そのパラメータの過去数分、数時間、または数日にわたる傾向と組み
合わせることは有益である。現在の測定値と傾向を組み合わせると、被験者の現在のリス
クレベルと迅速な治療介入の必要性の総合的な評価を可能にする。例えば、現在、呼吸数
が毎分３６呼吸で安定している患者は、１時間前まで毎分２５呼吸の安定した呼吸数であ
った、現在、同じ呼吸数の患者とは、非常に異なる状態である。本発明のいくつかの用途
では、システム１０は、遅い変化パターンを識別し、システムが警報を生成すべき時を示
す閾値とともに構成されている。システムは、現在の遅い傾向が続く場合に、被験者が警
報閾値に達するまでの時間を計算し、出力する。例えば、システムが、毎時、３呼吸／分
だけ呼吸数が増えている傾向を識別し、現在の呼吸数が２１呼吸／分であり、閾値が３６
呼吸／分である場合、システムは、警報を出すまでの時間が５時間（５＝（３６－２１）
／３）であると計算し、警報を出すまでの時間のその値を画面上に表示する。この警報は
、現在の値および遅い傾向の両方に基づき、臨床医が、現在の状態のリスクレベルを診断
できるようにする。さらに、いくつかの用途では、システムは、警報までの時間が閾値を
下回っている場合、警告する。例えば、警報までの時間が２時間未満の場合、システムは
警告メッセージを画面上に表示し得る。
【０１３５】
　いくつかの用途に対して、被験者の生理的パラメータの遅い傾向のパターンが、３時間
以上の感知されたデータに基づいて判断される。例えば、パターンは、３時間以上の感知
された心拍数データ、呼吸データ、および／または運動データに基づいて判断され得る。
そのパターンは、過去６～２４時間の同じ時間フレームにわたって感知されたデータに基
づいた生理的データの以前に判断されたパターンと比較される。例えば、０８：００～１
２：００の間に感知されたデータに基づくパターンが、前日の晩の２０：００～００：０
０の間に感知されたデータに基づくパターンと比較され得る。あるいは、１３：００～１
９：００の間に感知されたデータに基づくパターンが、同じ日の朝の０３：００～０９：
００の間に感知されたデータに基づくパターンと比較され得る。いくつかの用途に対して
は、被験者の遅い傾向のパターンにおける変化に応答して、被験者のパラメータ（呼吸数
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または心拍数など）における短期間変化に対するシステムの感度が調節される。例えば、
同じ日の朝の０３：００～０９：００の間に感知されたデータに基づくパターンと比較し
て、被験者の状態が悪化していることを示している、１３：００～１９：００の間に感知
されたデータに基づくパターンに応答して、被験者のパラメータ（呼吸数または心拍数な
ど）における短期間変化に対するシステムの感度が調節される。
【０１３６】
　本発明のいくつかの用途では、システム１０は、睡眠モードと覚醒モードとの間で、お
よび／または低活動レベルと高活動レベルとの間で、呼吸数または心拍数を計算するため
の異なるアルゴリズム間で切り替える。例えば、いくつかの用途に対しては、被験者が目
覚めている場合は呼吸数を計算するための時間領域アルゴリズムを使用し、また、被験者
が眠っている場合は周波数領域アルゴリズムを使用するのがより効果的である。あるいは
、システムは、被験者の活動および／または不穏状態に従って、異なるアルゴリズム間で
切り替える。いくつかの用途に対しては、被験者が眠っているか、または安静にしいてい
ることを識別すると、システムは、被験者がベッドを離れようとしている高いリスクがあ
る場合に警報を生成する早期警告メカニズムを起動する。例えば、被験者がベッドで静か
に横になっているときに、システムが突然、その被験者が３０秒以上にわたって連続的に
動き回っているのを識別すると、システムは、被験者がベッドを出ようとしている高いリ
スクがあるという警報を臨床医に対して生成し得る。これは、特に高齢者の、認知症の被
験者に対して、被験者が落下するのを防止する役に立つ。いくつかの用途に対して、シス
テム１０は、睡眠中の被験者の身体運動の基準を築き、基準から著しく異なる運動パター
ンを感知すると、警報を生成するが、それは、被験者が睡眠に問題があるか、または睡眠
から移行していることを示し得る。いくつかの用途に対して、システムは、異なる時刻に
対する被験者の動きに関して警報を生成するための異なる基準を使用する。例えば、２：
００ＡＭ～５：００ＡＭの間は、３０秒間隔での比較的低レベルの動きで警報が作成され
るが、他方、他の時刻では、閾値はさらに高い。いくつかの用途では、システム１０は、
臨床医が被験者を高い落下リスクの患者として指定できるようにする。その患者に対して
、システムは、迫り来る落下を示し得る運動パターンに接して警報を出す、より厳しい基
準を使用する。例えば、ほとんどの施設に関して、患者が落下する最も高いリスクの期間
は、夜間（例えば、８：００ＰＭ～５：００ＡＭの間）である。高リスクとして指定され
た患者に対して、システムは、その患者がいつ睡眠モード（例えば、患者の１５分以上に
わたる低運動、および恐らくは、心拍数の過去３時間における平均に対する５％の減少も
）に入っているかを識別する。そこで、かかる睡眠状態が判断された後、閾値を上回る動
きの増加があると、ナースに、その患者がもう睡眠モードでなはないことを通知するため
に、警報が起動される。例えば、システムが３０秒以上にわたる大きな身体運動を識別す
ると、警報が起動される。これは、落下のリスクが著しく上昇し、可能な限り早くナース
がその患者を看護すべきという兆候であり得る。かかる警報を夜間のみ、または患者の睡
眠が識別された後にのみ起動すると、警報を減らし、それに応じて、臨床チームに対する
警報疲れを減らす役に立つ。いくつかの用途では、システムは、患者が鎮静作用から次第
に回復している間の手術後の最初の数時間、鎮静されている患者のベッド退出に関して警
報を出すように構成されている。システムは、臨床医が、患者が手術後であり、かつ、鎮
静時間からの回復が期待されていることを示すことができる、オペレータインタフェース
を有する。システムは、患者が、回復時間（例えば、１２時間）中にベッドを離れようと
すると、警報を生成するが、その後、誤った警報を最小限にするために警報機能を自動的
にオフにする。あるいは、システムは、定められた期間、完全な覚醒を示す運動レベルが
識別されると、警報をオフにする。
【０１３７】
　いくつかの用途に対して、被験者の心拍数、呼吸数、および／または酸素飽和レベルに
対する最大および／または最小の閾値がシステム上に設定される。最小閾値を下回って減
少したか、かつ／または最大閾値を上回って増加した、前述したパラメータのうちの１つ
に応答して、警報が生成される。通常、高い心拍数、呼吸数、および／または酸素飽和度
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を維持している患者に応じて、パラメータ（および／または他のパラメータのうちの１つ
）の最大閾値が、医療専門家（例えば、ナース）によって高められる。いくつかの用途に
対して、ナースによって高められている最大閾値に応じて、システムは自動的に最小閾値
を高める。従って、パラメータが低下し始めると、最小閾値が高められていなかった場合
よりも早く、システムによって警報が生成されるであろう。同様に、ナースによって下げ
られている最小閾値に応じて、システムは自動的に最大閾値を下げる。代替または追加と
しいて、正常に戻っている患者の基準に応じて、システムは新しい基準の周辺に閾値を狭
める。いくつかの用途に対して、システムは、一般に、患者の基準パラメータにおける変
化に応じて、最大閾値および最小閾値を調節する。通常、システムは、システムに対して
手動で入力されているよりも、厳密な方法で、自動的にのみ閾値を変更する、すなわち、
システムは、最小閾値を自動的に高め、また、最小閾値を下げるが、ナースによって設定
されている閾値を超えて、最小閾値を下げるか、または最大閾値を高めることはない。
【０１３８】
　本発明のいくつかの用途では、システム１０は、医学界が、褥瘡防止手順の順守を強化
し、ログを取るのを支援する。例えば、多くの病院では、かかる潰瘍のリスクが高いと見
なされる患者における褥瘡を防ぐための手順は、患者を２時間ごとに寝返りを打たせるこ
とである。いくつかの用途では、システム１０は、臨床医（例えば、内科医または看護師
長）が、褥瘡を防ぐために必要な手順、例えば、回転しているか、または回転されている
患者による姿勢変化の間で認められる最大時間など、を表示できるようにするユーザーイ
ンタフェースを含む。システムのユーザーインタフェース２４は、次いで、手順に従って
、次に患者の姿勢を変更する必要があるまでの時間をカウントダウンするカウンタを表示
する。カウンタがゼロに近づくと、警報が起動される。システムが姿勢変化を識別すると
、カウンタが元の値（例えば、２時間）にリセットされ、再度、カウントダウンを開始す
る。
【０１３９】
　いくつかの用途では、システム１０は、回転されている患者の誤った検出を防ぐために
、二層の保護を含む。姿勢変化を識別し、カウンタをリセットするため、センサーおよび
制御装置を通じて検出される姿勢変化、ならびに臨床医が実際に患者を回転させたことの
入力を、ユーザーインタフェースを介して行う臨床医の両方を必要とする。それで、カウ
ンタをリセットするため、システム１０は、姿勢変化に関する臨床医の入力およびセンサ
ー入力が定められた期間（例えば、１０～３００秒、通常は６０秒）内で同時に起こるこ
とを必要とする。従って、ナースが褥瘡のリスクのある患者に彼を回転させるために近づ
くと、ナースはユーザーインタフェース上の適切なボタンを押し、次いで、患者を回転さ
せる。システムは、そのセンサーを通じて回転を識別し、ユーザーインタフェースを通じ
て入力を受け付け；それら両方が（例えば）６０秒以内に同時に起こると、カウンタがリ
セットされる。いくつかの用途では、システムは、患者の介護を記録して病院の法的責任
を減らすのを支援するため、かかる全てのイベントのログも取る。いくつかの用途では、
姿勢変化の検出は、マットレスの下のセンサーまたはカメラを通して、被験者の身体に接
触することなく、実施される。
【０１４０】
　いくつかの用途では、システム１０は、カメラおよび運動センサーの２つの検出要素を
結合する。２つのセンサーからの信号は、アーチファクトを減らすために相関される。各
センサーに対して、各測定値について信頼値が計算され、より高い信頼度を有するソース
が選択される。あるいは、臨床的パラメータ（例えば、心拍数）が、各センサーの信号か
ら独立して計算される。２つの測定値が定められた範囲内で同様であれば、その測定値は
認められ、表示されて、ログに取られる。関連する場合には、警報が作成される。信号が
異なる場合には、それらは却下される。
【０１４１】
　本発明のいくつかの用途では、システム１０は、自宅にいる患者に関して、複数のシス
テム１０に対して情報が蓄積され、例えば、病院のナースステーション内、またはコール
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センターに配置された中央表示装置内に提示される、通信システムに統合される。かかる
環境では、多くの場合、各々が、ユニットまたはリージョン内の１人または複数の患者の
グループを世話するために割り当てられた複数のナースがいる。特定のナースに割り当て
られた患者を、臨床医がディスプレイのそばを通る際に、素早い一瞥で理解できる、便利
で見やすい方法で、グループ化を可能にするのは有用であり得る。いくつかの用途では、
各ナースは、シフトの開始時に色を割り当てられる。そのナースに割り当てられた全ての
患者が、次いで、自動的に、または手動で、同じ色に割り当てられる。その情報は、入力
手段（例えば、キーボードまたはタッチスクリーンの利用）を通じて、中央表示装置に入
力されるか、または自動的に（例えば、病院のコンピュータ化ＡＤＴ（Ａｄｍｉｔ　Ｄｉ
ｓｃｈａｒｇｅ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ：入院、退院、転院）システムから）受信される。中
央表示は、患者を彼らの色コードによってグループ化し、そのため、ナースは、ディスプ
レイのそばを歩きながら自分のグループを見て、自分の患者の誰かが即座の対応を必要と
しているかどうかを容易に知ることができる。さらに、いくつかの用途では、ナースは自
分のシフトに対して、携帯電話またはポケットベルも割り当てられる。この電話は、ナー
スに割り当てられたのと同じ色で印を付けられ、その結果、ナースは、そのナースに割り
当てられた患者にのみ関連する警報を得る。別の実施形態では、各患者に関する生命徴候
が、行列形式で提示でき、各列が異なるナースを表し得る。
【０１４２】
　いくつかの用途に対して、システム１０は、例えば、参照により本明細書に組み込まれ
る、Ｈａｌｐｅｒｉｎらに対するＵＳ　２００８／０２７５３４９に記載されているよう
な、人工呼吸されている患者をモニターするために利用される。システム１０は、人工呼
吸されている患者の機械的運動信号を継続的にモニターするために、随意に非接触である
、患者のマットレスの下にあるセンサーを利用し、運動信号における変化を検出すると、
例えば、換気チューブの物理的な位置の変更、チューブの抜き取り、および／または換気
装置パラメータの変更により、患者の換気状態を変更する。
【０１４３】
　いくつかの用途に対して、システム１０は、本明細書で前述したように、患者の呼吸お
よび心臓パラメータをモニターするために、マットレスの下のベッドフレーム上に配置さ
れている、半剛性板上に取り付けられた圧電センサーを含む。その板は、通常、患者の頭
部および胸部が置かれるベッドの上端部に取り付けられる。センサー板は、その上に取り
付けられた加速度計も有し、その板の傾斜角の測定を容易にする。
【０１４４】
　多くのベッドでは、ベッドの上部が随意に上方に曲げられ得る。一般に、ベッドの上部
を、ベッドの下部に関して所与の角度よりも大きい角度に向けることは、様々な呼吸器疾
患を防ぐのに役立ち、また、呼吸器疾患のある患者がより早く回復する役に立つことが臨
床試験で示されている。具体的には、人工呼吸されている患者に対して、ベッドの上部を
、ベッドの下部に関して３０度より大きい角度（例えば、４５度以上）に向けると、人工
呼吸器関連肺炎の発生率が大幅に減少することをある臨床業務が示している。
【０１４５】
　いくつかの用途に対して、システム１０は継続的に、加速度計によって検出されるよう
に、ベッドの上部の角度のログを取り、随意に表示する。いくつかの用途に対して、シス
テム１０は、角度が定められた閾値（例えば、３０度未満）を下回っている場合、または
代替として、閾値を下回っている角度が、所与の閾値より長い期間、維持されている場合
（例えば、角度が３０度より小さい角度で８時間以上連続して設定されている場合、また
は角度が、過去２４時間中１２時間以上、３０度を下回っている場合）に、警報を生成す
る。
【０１４６】
　いくつかの用途に対しては、不必要な警報を防ぎ、臨床医の警報疲れを減らすため、シ
ステム１０は、患者がベッドにいることを識別するために、圧電センサーを通して検出さ
れる、呼吸または心臓に関連した運動を使用し、また、患者が低角度である期間をカウン
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トするタイマーが、患者が実際にベッドにいる場合にのみ起動される。
【０１４７】
　いくつかの用途に対して、人工呼吸器がアクティブな場合に、患者のパラメータに応答
して生成される信号の特性を識別することにより、患者が人工呼吸器上にある場合を検出
するために、圧電センサーが使用される。例えば、人工呼吸器がアクティブな場合、連続
的な呼吸間の呼吸運動信号のばらつきは、人工呼吸器を使用していないか、または人工呼
吸器がアクティブな場合の呼吸よりも著しく小さい。従って、連続的な呼吸間の呼吸運動
信号のばらつきは、人工呼吸器がアクティブな場合を検出するために検出され得る。ある
いは代替として、本明細書で説明したように、電気が供給される周波数（例えば、５０ま
たは６０Ｈｚ）である周波数を有する信号を識別する。あるいは、追加の振動センサーが
、人工呼吸器自体に配置され得るか、または、人工呼吸器が起動されていることを示すた
めに、デジタル通信信号が、人工呼吸器からシステム１０に受信され得る。いくつかの用
途に対して、システムは継続的に、ベッドの上部の角度に加えて、人工呼吸器の起動時間
のログを取り、随意に表示する。代替または追加として、ベッドの上部の角度が、長期間
、または患者がアクティブな人工呼吸器上にある時間の閾値割合より長い間、閾値角度（
例えば、４５度）を下回っている場合、警報が生成される。いくつかの用途に対して、ベ
ッドの上部の角度および人工呼吸の情報が、看護スタッフの効果的な管理目的のために、
連続して表示される。
【０１４８】
　いくつかの用途に対して、システム１０は、それに統合されたバーコードリーダーを有
し、システムが、患者、ナース（システムに対して変更または応答を実行する）、および
／または患者に投与される薬剤を識別するバーコードを自動的に読み取ることができるよ
うにする。いくつかの用途に対して、患者に対する薬剤の投与がシステムによってログに
取られ、システムは、患者に対する薬剤の投与に関連し得る患者のパラメータ（例えば、
患者の心拍数、呼吸数、および／または酸素飽和度）における変化を検出する。いくつか
の用途に対して、それに応答して、警報が生成される。
【０１４９】
　いくつかの用途に対して、システム１０は、患者の自宅および病院環境の両方で患者を
モニターするために使用される。患者が病院にいて、患者が病院から退院してもよいこと
を示す患者のパラメータ（例えば、患者の心拍数、呼吸数、酸素飽和度、および／または
睡眠パターン）が検出されると、システムは通知を生成する。その通知に応答して、臨床
医は、患者が退院し得るかどうかを診断する。代替または追加として、患者が自宅にいて
、患者の以前の入院前のパラメータとの類似を示す患者のパラメータ（例えば、患者の心
拍数、呼吸数、酸素飽和度、および／または睡眠パターン）が検出されると、警報が生成
される。それに応答して、臨床医は患者を入院させるかどうかを判断する。
【０１５０】
　「患者」および「被験者」という用語は、本願の明細書および特許請求項全体を通して
、区別しないで使用されること、ならびに「患者」という用語が使用されるどの事例も、
「被験者」という用語で置き換えられ、逆もまた同様であることに留意されたい。
【０１５１】
　本明細書で説明する技術は、以下の特許および特許出願のうちの１つまたは複数に記載
されている技術と組み合わせて実施され得、それらは参照により本明細書に組み込まれる
。いくつかの用途では、以下の出願の１つまたは複数に記載されている技術および装置が
、本明細書に記載されている技術および装置と結合される：
　・２００８年５月１２日に出願された米国仮特許出願第６１／０５２，３９５号
　・２００８年５月２０日に出願された米国仮特許出願第６１／０５４，７５４号
　・２００５年４月２５日に出願された米国仮特許出願第６０／６７４，３８２号
　・２００５年６月２１日に出願された米国仮特許出願第６０／６９２，１０５号
　・２００５年１１月０１日に出願された米国仮特許出願第６０／７３１，９３４号
　・２００６年３月２３日に出願された米国仮特許出願第６０／７８４，７９９号
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　・２００６年９月１２日に出願された米国仮特許出願第６０／８４３，６７２号
　・２００７年５月１６日に出願された米国仮特許出願第６０／９２４，４５９号
　・２００７年５月２日に出願された、米国仮特許出願第６０／９２４，１８１号
　・２００７年７月３１日に出願された米国仮特許出願第６０／９３５，１９４号
　・２００７年１０月２２日に出願された米国仮特許出願第６０／９８１，５２５号
　・２００７年１０月３１日に出願された米国仮特許出願第６０／９８３，９４５号
　・２００７年１１月２５日に出願された米国仮特許出願第６０／９８９，９４２号
　・２００８年２月１４日に出願された米国仮特許出願第６１／０２８，５５１号
　・２００８年３月６日に出願された米国仮特許出願第６１／０３４，１６５号
　・２００８年７月２２日に出願された米国仮出願第６１／０８２，５１０号
　・２００８年１０月７日に出願された米国仮出願第６１／１０３，２７６号
　・２００８年１２月３１日に出願された米国仮出願第６１／１４１，６７７号
　・２００９年１月１５日に出願された米国仮出願第６１／１４４，７４３号
　・米国特許第７，３１４，４５１号として公表された、２００５年８月３日に出願され
た米国特許出願第１１／１９７，７８６号
　・米国特許第２００８／０２６９６２５号として公表された、２００７年７月２５日に
出願された米国特許出願第１１／７８２，７５０号
　・米国特許第２００６／０２２４０７６号として公表された、２００６年６月０２日に
出願された米国特許出願第１１／４４６，２８１号
　・米国特許第２００８／０１１４２６０号として公表された、２００７年５月３０日に
出願された米国特許出願第１１／７５５，０６６号
　・米国特許第２００８／０２７５３４９号として公表された、２００８年５月０１日に
出願された米国特許出願第１２／１１３，６８０号
　・米国特許第７，０７７，８１０号として公表された、２００５年１月３１日に出願さ
れた米国特許出願第１１／０４８，１００号
　・ＷＯ　２００５／０７４３６１として公表された、国際特許出願ＰＣＴ／ＩＬ２００
５／０００１１３
　・ＷＯ　２００６／１３７０６７として公表された、国際特許出願ＰＣＴ／ＩＬ２００
６／０００７２７
　・ＷＯ　２００７／０５２１０８として公表された、国際特許出願ＰＣＴ／ＩＬ２００
６／００２９９８
　・ＷＯ　２００９／１３８９７６として公表された、国際特許出願ＰＣＴ／ＩＬ２００
９／０００４７３
【０１５２】
　本発明は、本明細書で具体的に示し、かつ説明してきたものに限定されないことが当業
者によって理解されるであろう。むしろ、本発明の範囲は、前述の説明を読むと当業者が
思い付くであろう、本明細書で前述した様々な特徴の組合せおよび部分的組合せの両方、
ならびに従来技術ではない、その変形および修正を含む。
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